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北九州市監査公表第１号

平成２７年２月２０日 

北九州市監査委員 小 村 洋 一 

同        廣 瀬 隆 明 

同        日 野 雄 二 

同        世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を行ったので、同条

第９項の規定により、その結果を公表する。 

なお、この監査は、監査委員 山口 彰（平成２６年６月３０日辞任）、同 

小村 洋一（平成２６年７月１日就任）、同 廣瀬 隆明、同 日野 雄二、同 

世良 俊明により行った。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、建築都市局（住宅部及び建築部）において施工する住宅関

連（住宅建設及び土木）工事（調査・設計委託業務委託を含む）で、平成２

５年４月１日から平成２６年３月３１日までに契約した本工事及び軽微な工

事並びに平成２４年度から平成２５年度への継続工事を対象とした。

２ 監査の方法 

監査に必要な資料の提出を求め、表１のとおり工事等を抽出し、それぞれ

事務手続、計画・設計及び施工について、事務が適正に執行されているか等

を主眼に、関係書類の調査及び現地調査を実施するとともに、関係職員から

説明を聴取した。 

表１ 工事の抽出 

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件 数 契約金額(千円) 件 数 契約金額(千円)

本  工  事 

（委託業務を含む） 
89 3,393,765 22 1,274,253 別表 1 参照 

軽 微 な 工 事 

（委託業務を含む） 
109 100,064 22 31,369 別表 2 参照 
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３ 監査の期間 

平成２６年５月１日から平成２６年８月８日まで 

４ 監査の結果 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に行

われていた。 
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本工事抽出一覧表（建築都市局） 

番

号
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方

法

契約金

額 

(千円) 

工 期 

1 
住宅部 

住宅整備課

（仮称）猪之坂団地公営住宅建設工事

〈戸畑区千防一丁目〉 

9 階建 

40 戸 

建築工事 

一

般
364,875

25.03.28

26.07.21

2 
住宅部 

住宅整備課 

（仮称）石地団地公営住宅建設工事 

〈小倉南区石田町3番〉 

ＲＣ３階 

15 戸 

建築工事 

一

般
130,135

25.03.21

26.02.25

3 
住宅部 

住宅整備課

（仮称）茶売団地1号棟他 2棟市営住

宅耐震改修工事 

〈八幡西区茶売町12番ほか〉 

既存市営住

宅の耐震改

修 工 事  3

棟 

一

般
56,334

25.02.28

25.06.30

4 
住宅部 

住宅整備課

萩原団地7号棟市営住宅解体工事 

〈八幡西区萩原二丁目3番〉

ＲＣ４階 

1 棟 8 戸 

解体工事 

指

名
11,047

25.06.13

25.09.21

5 
住宅部 

住宅整備課

後楽団地２１１号棟市営住宅解体工

事 

〈門司区大里東一丁目6番〉 

ＲＣ４階 

1 棟 24 戸 

解体工事 

指

名
11,312

25.12.19

26.03.29

6 
住宅部 

住宅整備課

 楠橋電停団地 5号棟他 5棟市営住宅

解体工事 

〈八幡西区真名子一丁目15番〉 

Ｃ Ｂ 2 階

6 棟 19 戸 

解体工事 

指

名
14,441

25.12.12

26.03.12

7 
住宅部 

住宅整備課

 吉田団地 1号棟他7棟市営住宅耐震

改修工事 

〈小倉南区上吉田三丁目20番ほか〉 

既存市営住

宅の耐震改

修工事８棟 

一

般
76,072

25.08.15

26.01.27

8 
住宅部 

住宅整備課

（仮称）寿命団地公営住宅建設工事 

〈八幡西区楠橋西三丁目〉 

ＲＣ３階 

30 戸 

建築工事 

一

般
250,155

25.05.23

26.03.31

9 
住宅部 

住宅整備課

（仮称）後楽団地第 2工区市営住宅建

設工事実施設計業務委託 

〈門司区大里東一丁目6番〉 

9 階建 

54 戸 

実施設計 

指

名
11,939

25.06.06

25.11.23

10
住宅部 

住宅整備課

 一枝団地 1号棟他6棟市営住宅耐震

改修工事他監理業務委託 

〈戸畑区一枝四丁目13番ほか〉 

耐震工事監

理 7 棟 

随

意
4,175

25.08.14

26.01.27

11
建築部 

電気設備課

（仮称）石地団地公営住宅電気工事 

〈小倉南区石田町3番〉 
電 気 設 備 

その他 

一

般
22,946

25.03.21

26.02.25

12
建築部 

電気設備課 

（仮称）猪之坂団地公営住宅昇降機設

置工事           

〈戸畑区千防一丁目〉 

昇降機設備 
指

名
8,873

25.03.28

26.07.21

13
建築部 

電気設備課

（仮称）今仲団地第 1 工区市営住宅

電気工事 

〈小倉南区守恒本町一丁目17番〉 

電気設備そ

の他 

一

般
25,946

26.03.20

27.03.05
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番

号
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方

法

契約金

額 

(千円) 

工 期 

14
建築部 

電気設備課

（仮称）後楽団地第 2 工区市営住宅

電気工事  

〈門司区大里東一丁目6番〉 

電 気 設 備

その他

一

般
58,244

26.03.27

27.08.09

15
建築部 

電気設備課

（仮称）萩原団地第 1 工区市営住宅

電気工事 

〈八幡西区萩原二丁目3番〉 

電 気 設 備

その他 

一

般
45,131

25.11.21

27.02.01

16
建築部 

電気設備課

（仮称）香月Ａ団地市営住宅昇降機

設置工事 

〈八幡西区椋枝二丁目10番〉 

昇 降 機 設

備 

指

名
7,884

26.03.20

27.03.05

17
建築部 

機械設備課

（仮称）猪之坂団地公営住宅機械工事

〈戸畑区千防一丁目12番〉 

共同住宅建

設設備工事

RC 造 9 階建

40 戸

一

般
41,244

25.03.28

26.07.21

18
建築部 

機械設備課

（仮称）寿命団地公営住宅ＬＰガス

工事 

〈八幡西区楠橋西三丁目〉 

共同住宅建

設 LP ガス

工事 RC 造 3

階建 30 戸

指

名
7,462

25.03.28

26.05.16

19
建築部 

機械設備課

（仮称）萩原団地第 1 工区市営住宅

機械工事 

〈八幡西区萩原二丁目3番〉 

共同住宅建

設設備工事

RC 造 8 階建

32 戸 

一

般
35,826

25.11.21 

27.02.01

20
建築部 

機械設備課

（仮称）今仲団地第 1 工区市営住宅

機械工事 

〈小倉南区守恒本町一丁目17番〉 

共同住宅建

設設備工事

RC 造 4 階建

15 戸 ＋ 集

会所

一

般
18,846

26.03.20

27.03.05

21
建築部 

機械設備課

（仮称）香月Ａ団地市営住宅ＬＰガス

工事 

〈八幡西区椋枝二丁目10番〉 

共同住宅建

設 LP ガス

工事 RC 造 4

階建 32 戸 

一

般
9,590

25.03.20

26.03.23

22
建築部 

機械設備課

（仮称）後楽団地第 2 工区市営住宅

機械工事 

〈門司区大里東一丁目6番〉 

共同住宅建

設設備工事

RC 造 9 階建

54 戸 ＋ 集

会所

一

般
61,776

26.03.27

27.08.09

計 22 件 1,274,253
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別表２ 軽微な工事の抽出件数及び契約金額一覧表(建築都市局) 

部 名 課   名 
抽 出 工 事 

摘   要 
件数 金   額 

住宅部 

住宅管理課 0 0 ・仮住居修繕 

・耐震改修 

・増築解体 

・高齢者向け改善 

・道路改築 

住宅整備課 19 26,409

住まい向上支援課 3 4,960

合    計 22 31,369
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北九州市監査公表第２号

平成２７年２月２０日 

北九州市監査委員  小 村 洋 一 

同         廣 瀨 隆 明 

同         日 野 雄 二 

同         世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を行ったので、同条

第９項の規定により、その結果を公表する。 

なお、この監査は、監査委員 山口 彰（平成２６年６月３０日辞任）、同 小

村 洋一（平成２６年７月１日就任）、同 廣瀬 隆明、同 日野 雄二、同 世

良 俊明により行った。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、産業経済局、港湾空港局及び上下水道局において施工する

農林水産、港湾及び上水道関係の工事（調査設計、除草・浚渫及びエレベー

ター・エスカレーターの設備点検等に係わる業務委託を含む）で、平成２５

年３月１１日から平成２６年３月１０日までに契約した本工事及び軽微な工

事並びに平成２４年度から平成２５年度への継続工事を対象とした。

２ 監査の方法 

監査に必要な資料の提出を求め、表１、表２、表３のとおり工事等を抽出

し、それぞれ事務手続、計画・設計及び施工について、事務が適正に執行さ

れているか等を主眼に、関係書類の調査及び現地調査を実施するとともに、

関係職員から説明を聴取した。 
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表１ 工事の抽出（産業経済局） 

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件 数 契約金額(千円) 件 数 契約金額(千円)

本  工  事 

（委託業務を含む） 
30 658,796 16 552,740 別表 1 参照 

軽 微 な 工 事 

（委託業務を含む） 
380 212,469 56 61,838 別表 2 参照 

表２ 工事の抽出（港湾空港局）

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件 数 契約金額(千円) 件 数 契約金額(千円)

本  工  事 

（委託業務を含む） 
126 4,048,332 28 2,118,986 別表 3 参照 

軽 微 な 工 事 

（委託業務を含む） 
349 221,254 25 39,348 別表 4 参照 

表３ 工事の抽出（上下水道局）

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件 数 契約金額(千円) 件 数 契約金額(千円)

本  工  事 

（委託業務を含む） 
531 8,504,497 48 2,383,894 別表 5 参照 

軽 微 な 工 事 

（委託業務を含む） 
198 195,757 37 57,294 別表 6 参照 

３ 監査の期間 

平成２６年５月１日から平成２６年８月８日まで 

４ 監査の結果 

（１）産業経済局 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に

行われていたが、一部に次のような事項が認められた。これについては、

適切な措置を講じられたい。 

※［ ］内の数字は、「別表１ 本工事抽出一覧表」の番号を示す。 
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ア 磁気探査等の有効深度について 

 （水産課） 

［７］曽根漁港防波堤②整備工事（25） 

    本工事は、曽根漁港内の静穏状態を確保するため、鋼管杭式防波堤

（L=63.0ｍ）を築造するものであり、基礎工事として海底土砂の床掘り

（深さ 3.3ｍ）を実施している。 

工事着手にあたり、平成 22 年度に実施した「曽根漁港防波堤②潜水探

査業務委託（22）」で、残存機雷等の調査は実施済みとの認識で、海底か

ら深さ 3.3ｍの床掘工事を施工した。 

しかし、平成 22 年度に実施した潜水探査業務は水深が浅い場所などで

実施する手法であり、その有効深度は２ｍとなっており、一般海域で実

施する磁気探査の有効深度である４ｍまで至っていなかった。 

従って、今回の基礎工事で必要となる 3.3ｍの深さまでの調査が行わ

れていないこととなり、安全性に問題があった。 

今後は、事前に実施する磁気探査等の内容を十分に把握し、浚渫・床

掘工事等の施工に当たっては、必要な探査を実施し、安全確保に努めら

れたい。 

（２）港湾空港局 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に

行われていたが、一部に次のような事項が認められた。これらについては、

適切な措置を講じられたい。 

※［ ］内の数字は、「別表３ 本工事抽出一覧表」の番号を示す。 

  ア レンガ舗装の構造について 

 （整備課） 

［21］環境響灘北緑地整備工事（25）

    本工事は、若松区響灘東地区の北側において、防風・防潮機能も兼ね

備えた緑地の整備を行うものである。 

緑地内の舗装については、景観向上を目的に３種類のレンガ舗装（レ

ンガ舗装Ａ、レンガ舗装Ｂ及びレンガ舗装Ｃ）を行っており、それぞれ

舗装構造が異なっている。

    このうち、レンガ舗装Ｂ及びレンガ舗装Ｃについては、通常の路盤材

料に瀝青安定処理工を加えており、車両の通行を考慮したものとなって

いる。
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レンガ舗装Ｂを採用した理由としては、荒天時の波しぶきの侵入によ

る路盤や目地の流出対策として、また、レンガ舗装Ｃは風力発電施設の

維持管理に伴う大型車両の通行による破損・欠損対策として計画したも

のである。

    ところで、レンガ舗装Ｂの施工区域は目地モルタル及び敷モルタルで

施工されており、波しぶきの侵入による路盤や目地の流出対策としての

必要性は認められるが、車両が通行する可能性が全くないため、瀝青安

定処理工までは不要である。

また、レンガ舗装Ｃの施工区域は大型車両の通行する範囲のみに瀝青

安定処理工を限定すれば当初の目的を達成することができ、いずれの区

域でも経費を節減することができた。

    今後、緑地等でレンガ舗装を計画する場合は、施工後の利用状況を考

えながら慎重に対応されたい。  

（３）上下水道局 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に

行われていたが、一部に次のような事項が認められた。これらについては、

適切な措置を講じられたい。 

※ ［ ］内の数字は、「別表５ 本工事抽出一覧表」の番号を示す 

ア 複合工事の積算等について 

 （浄水課） 

［46］伊佐座監視制御設備更新電気計装工事

 本工事は、老朽化した伊佐座取水場の監視制御設備を更新する工事

（プラント工事）であるが、同時に監視制御室の改修工事（建築・設備

工事）も行うものである。 

本工事の積算にあたっては、「北九州市プラント工事積算要領（電気

設備編）」を準用し積算を行っているが、次の点が不適切であった。 

（ア）複合工事の積算 

本工事で準用している「北九州市プラント工事積算要領（電気設備

編）」によれば、プラント工事に工種の異なる建築工事、建築機械工

事及び建築電気工事（以下「建築工事等」という）を含め、一括工事

として発注する場合は、これらの積算を「北九州市建築工事積算要領」、
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「北九州市機械設備工事積算要領」及び「北九州市電気設備工事積算

要領」によってそれぞれ積算し、プラント工事に合算することになっ

ている。しかし、本工事では、建築工事等については、それぞれの積

算要領によらず、業者から徴収した見積金額にそれぞれ査定率を乗じ

たものを合算しており、不適切な積算計上となっていた。 

（イ）仮設工事費の計上 

本工事では、取水場の監視機能を中断することなく改修工事を行う

必要があることから、業者見積りを参考に仮設工事費として一式、約

1,900 万円を計上している。しかし、徴収した業者見積りでは、仮設

仕様や仮設工事費の内訳が確認できず積算根拠が不明瞭であり、不適

切な積算計上となっていた。 

プラント工事を含む複合工事の積算にあたっては、「北九州市プラン

ト工事積算要領」等の適正な運用に努め、また、仮設工事費を一式で

計上する場合においては、仮設仕様やその内訳等を十分に把握した上

で、金額の精査を行い、適正な積算になるよう徹底されたい。 

イ 簡易工事の積算のための見積明細書の取扱いについて 

 （経営企画課、総務課、浄水課他） 

（軽微な工事）小倉北区役所西棟 4 階女子トイレ改修建築工事 

（軽微な工事）穴生浄水場管理棟玄関横スロープ屋根設置工事他８件 

    これらの工事は予定価格が２００万円未満の建築関連（建築及び建築

設備）工事である。 

    上下水道局では予定価格が２００万円未満の工事については市長事務

部局で定めた「軽微な工事の執行要領」に準じて「北九州市上下水道局

簡易工事執行要領」（以下「簡易工事執行要領」という。）を定めている。 

    「簡易工事執行要領」によれば、建築関連の工事で対応できる技術職

員がいない場合は見積書により予定価格を決定することができるとされ

ている。 

    各担当課はこれに基づき業者から徴収した見積書を参考に予定価格を

算定しているが、その算定根拠については業者から提出された見積り価

格をそのまま採用しているところや、課で独自に運用方針を定め見積り

価格に一律の査定率を掛けているところも見られた。また、市長事務部

10



局の専門部署（建築都市局）に依頼して見積書の内容を確認してもらっ

た上で予定価格を決定している課もあった。 

    このように、局内の担当課によって予定価格の算定根拠となる見積書

の取扱いに統一性がなく、また、工事の大半で、見積り内容が適切であ

るかどうかという専門職による確認は行われておらず、これらの工事の

中には見積金額が割高と思われるものや施工時の仕様が適切でないもの

も見受けられた。 

    建築関連の簡易工事において予定価格の算定根拠となる見積書の取扱

いについては、上下水道局として「簡易工事執行要領」の統一的な運用

とその見積内容が確認できる仕組みとなるように改められたい。 
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別表１ 本工事抽出一覧表（産業経済局） 

番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

1 
農林水産部 

農 林 課 

高野地区ほ場整備工事（1

工区） 

＜小倉南区高野地内＞ 

ほ場整備 
指

名 
21,157

25.10.17 

26. 3.15 

2 
農林水産部 

水 産 課 

岩屋地区増殖場造成工事

(25) 

＜若松区大字有毛地内＞ 

着定基質工 
指

名 
57,466

25. 7.18 

26. 1.31 

3 
農林水産部 

水 産 課 

関門地区増殖場造成工事

(25) 

＜若松区響町一丁目地先＞ 

着定基質工 
指

名 
50,121

25. 9.12 

26. 1.31 

4 
農林水産部 

水 産 課 

藍島漁港防波堤整備工事

(25) 

＜小倉北区大字藍島地先＞ 

防波堤 
指

名 
86,583

25. 8. 1 

26. 3.31 

5 
農林水産部 

水 産 課 

脇之浦地区増殖場造成工事

(25) 

＜若松区響町三丁目地先＞ 

着定基質工 
指

名 
42,491

25. 8. 1 

26. 1.31 

6 
農林水産部 

水 産 課 

脇田地区魚礁設置工事

(25) 

＜若松区大字安屋地先＞ 

魚礁製作設置 
指

名 
25,830

25. 8. 1 

26. 1.31 

7 
農林水産部 

水 産 課 

曽根漁港防波堤②整備工

事(25) 

＜小倉南区大字曽根新田地先＞ 

防波堤 
一

般 
168,652

25. 8. 1 

26. 3.14 

8 
農林水産部 

水 産 課 

岩屋漁港-2.5m 泊地浚渫他

工事(25) 

＜若松区大字有毛地先＞ 

浚渫、錨がかり、

付属工 

指

名 
19,759

25. 9. 5 

26. 1.31 

9 
農林水産部 

水 産 課 

長浜地区増殖場造成工事

(25) 

＜小倉北区末広一丁目地先＞ 

着定基質工 
指

名 
10,932

25.10.31 

26. 2.25 

10 

農林水産部 

東 部 

農政事務所 

辻三線林道改築工事 

＜小倉南区大字辻三＞ 

法面工、路面

工、擁壁工、排

水工 

指

名 
12,690

25. 9.24 

26. 3.15 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

11 

農林水産部 

東 部 

農政事務所 

合馬線林道開設工事2工区

＜小倉南区大字合馬＞ 

掘削工、法面

保護、路面工

指

名 
16,926

25.10.11 

26. 3.15 

12 

農林水産部 

東 部 

農政事務所 

大字朽網水路整備工事 

＜小倉南区大字朽網＞ 

柵工水路、床版

工、排水桝 

指

名 
9,030

25.11. 1 

26. 3.15 

13 

農林水産部 

東 部 

農政事務所 

長野線林道改良工事 

＜小倉南区大字長野＞ 

補強土壁工、排

水工、盛土埋戻

工、路面工 

指

名 
7,245

25.12.20 

26. 3.15 

14 

農林水産部 

西 部 

農政事務所 

岡森用水路改修工事 

＜八幡西区大字楠橋＞ 
水路改修 

指

名 
9,787

25. 9. 6 

26. 3.14 

15 

農林水産部 

西 部 

農政事務所 

楠橋（岡森用水路）水門改

修工事 

＜八幡西区大字楠橋＞ 

転倒堰製作設

置、水路改修 

指

名 
4,883

25.11. 8 

26. 3.14 

16 

農林水産部 

西 部 

農政事務所 

内平新池改修工事 

＜若松区大字頓田＞ 
提体工 

指

名 
9,188

25. 8.16 

26. 3.15 

       計          16 件       552,740 千円 
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別表２ 軽微な工事の抽出件数及び契約金額一覧表(産業経済局) 

部    名 課    名 
抽 出 工 事 

摘   要 
件数 金 額（千円）

新成長戦略推進室 産 業 政 策 課 1 511 ・ 防振架台取替 

・ 空調改修 

・ 給水設備切替等 

・ 駅舎改修 

・ 小荷物昇降機設置 

・ 給水施設更新 

・ 遊歩道復旧 

・ フェンス設置 

・ 農道舗装 

・ 作業所舗装補修 

・ 水路改修 

・ 水門電動化 

・ 信号ケーブル改修 

・ 外壁防水補修 

・ 塗装 

・ システム修繕 

産 業 振 興 部 

中小企業振興課 2 1,777

新 産 業 振 興 課 1 341

企業立地支援部 企業立地支援課 1 1,019

観 光 部 

観光・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ課 3 5,471

門司港レトロ課 3 3,059

渡 船 事 業 所 5 1,542

農 林 水 産 部 

農 林 課 2 2,573

水 産 課 6 6,554

東部農政事務所 2 3,044

西部農政事務所 5 8,283

総合農事センター 3 2,394

事 業 部 

競 輪 事 務 所 2 2,961

競 艇 事 務 所 9 11,262

中央卸売市場 11 11,047

合    計 56 61,838
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別表３ 本工事抽出一覧表（港湾空港局） 

番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

1 
港 営 部 

港 営 課 

太刀浦 1 号クレーン更新

工事 

＜門司区太刀浦海岸＞ 

コンテナクレー

ンの更新（１機）

撤去・解体含む 

一

般 
798,000

25.10. 8 

26. 2.14 

2 
港 営 部 

港 営 課 

太刀浦 5 号クレーン走行

装置他取替工事 

＜門司区太刀浦海岸＞ 

クレーン走行

装置他の取替工

事 

随

契 
64,050

25. 9.18 

26. 3.15 

3 
港 営 部 

港 営 課 

響灘1号クレーン塗装工事

＜若松区響町三丁目＞ 

クレーン上部

塗装工事 

指

名 
16,695

25. 9.19 

26. 1.31 

4 
港 営 部 

港 営 課 

響灘4号トランスファークレ

ーンインバータ等更新工事 

＜若松区響町三丁目＞ 

インバータ等

更新工事 

指

名 
17,640

25.12.26 

26. 3.29 

5 
港 営 部 

港 営 課 

ひびきコンテナターミナル管理事務

所エレベーター保守点検業務委託 

＜若松区響町三丁目＞ 

定期点検等保

守業務 

随

契 
542

25. 3.19 

26. 3.31 

6 
整 備 部 

整 備 課 

改修（統合）松ヶ島船だま

り浚渫工事（25） 

＜八幡東区枝光＞ 

浚渫・土捨工 
指

名 
75,142

25.11.21 

26. 3.15 

7 
整 備 部 

整 備 課 

黒崎埠頭防塵施設設置工事

（25） 

＜八幡西区築地町＞ 

防塵施設設置

工 

指

名 
30,509

25. 5.30 

25.12.13 

8 
整 備 部 

整 備 課 

太刀浦コンテナターミナ

ル舗装工事(25-2) 

＜門司区太刀浦海岸＞ 

路面切削工、半

たわみ性舗装

工、付属工 

指

名 
35,166

25. 8. 1 

25.12.29 

9 
整 備 部 

整 備 課 

新門司ヤード舗装工事

（24） 

＜門司区新門司北三丁目＞ 

舗装工、掘削

工、盛土工、

路盤工外 

指

名 
53,092

24.11. 1 

25. 5.31 

10 
整 備 部 

整 備 課 

環境門司港レトロ（旧大連

航路上屋）歩道橋工事(24)

＜門司区西海岸一丁目＞ 

ＰＣホロース

ラブ製作、ＲＣ

橋脚 

指

名 
60,349

24.12.27 

25. 9.17 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

11 
整 備 部 

整 備 課 

改修（統合）戸畑道路護岸

工事（24） 

＜戸畑区川代二丁目地先＞ 

下部工、上部工
一

般 
156,450

25. 3.21 

26. 3.15 

12 
整 備 部 

整 備 課 

改修（統合）奥洞海航路浚

渫工事（24） 

＜若松区南二島五丁目地先＞ 

浚渫工 
一

般 
200,769

25. 3.21 

25. 9.30 

13 
整 備 部 

整 備 課 

改修（統合）井ノ浦航路浚

渫工事（24） 

＜門司区大字恒見地先＞ 

浚渫工 
指

名 
77,070

25. 3.21 

25. 7.31 

14 
整 備 部 

整 備 課 

環境門司港レトロ（旧大連

航路上屋）舗装工事(24) 

＜門司区西海岸一丁目＞ 

園路広場整備

工、雨水排水設

備 

指

名 
31,241

25. 3.21 

25.10.10 

15 
整 備 部 

整 備 課 

改修響灘西防波堤土質調

査業務委託（25） 

＜若松区響町三丁目地先＞ 

土質調査 
指

名 
19,187

25. 8. 8 

25.10.31 

16 
整 備 部 

整 備 課 

改修響灘西道路他工事

（25） 

＜若松区響町三丁目＞ 

道路土工、地盤

改良工、小型水

路工、舗装工 

指

名 
20,727

25. 5.23 

25.10.20 

17 
整 備 部 

整 備 課 

環境新門司東緑地工事

（25） 

＜門司区新門司北三丁目＞ 

土工、擁壁工、

道路工、植栽

工、路床工 

指

名 
60,854

25. 6.27 

26. 3.15 

18 
整 備 部 

整 備 課 

海岸（高潮）新門司Ａ護岸

工事（25-2) 

＜門司区門司北三丁目地先＞ 

基礎工、消波工
指

名 
84,710

25. 8.29 

26. 3.15 

19 
整 備 部 

整 備 課 

海岸(高潮）白野江護岸（消

波ﾌﾞﾛｯｸ製作）工事(25-2) 

＜門司区新門司北二丁目地＞ 

消波ﾌﾞﾛｯｸ製

作、仮設整地工

指

名 
61,084

25. 9. 5 

26. 2.28 

20 
整 備 部 

整 備 課 

海岸(高潮）新門司北護岸（消

波ﾌﾞﾛｯｸ製作）工事(25-4) 

＜門司区新門司北二丁目地先＞ 

消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 
指

名 
35,617

25.10.17 

26. 2.28 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

21 
整 備 部 

整 備 課 

環境響灘北緑地整備工事

（25） 

＜若松区響町二丁目＞ 

土工、舗装工、

付属工 

指

名 
59,819

25.10.17 

26. 3.15 

22 
整 備 部 

整 備 課 

若松東海岸（浜町 32 号線

ほか）遊歩道整備工事（25）

＜若松区浜町一丁目ほか地先＞ 

基礎工、本体工
指

名 
86,625

25.12.26 

26. 3.31 

23 

整 備 部 

港 湾 工 事 

セ ン タ ー 

改修（統合）門司5～7号岸壁

（-10ｍ）障壁設置他工事（25）

＜門司区西海岸二丁目ほか＞ 

障壁設置工、門扉

設置工、廻り込み

防止柵設置工 

指

名 
32,622

25. 5.23 

25.10.21 

24 

整 備 部 

港 湾 工 事 

セ ン タ ー 

日明１号道路舗装補修工

事（25） 

＜小倉北区西港町＞ 

路面切削、舗装

工、区画線工 

指

名 
6,473

25. 6.14 

25. 8.30 

25 

整 備 部 

港 湾 工 事 

セ ン タ ー 

堺川1号道路側溝補修工事

＜戸畑区大字中原＞ 

車道・歩道舗

装、側溝、車道

ブロック 

指

名 
3,413

25. 6.28 

25.10. 6 

26 

整 備 部 

港 湾 工 事 

セ ン タ ー 

太刀浦白野江道路他除草

剪定業務委託（25） 

＜門司区大字田野浦＞ 

除草、低木剪定
指

名 
1,766

25. 7.19 

25. 8.30 

27 

整 備 部 

港 湾 工 事 

セ ン タ ー 

響灘旧工業団地内道路他

除草剪定業務委託（25） 

＜若松区響町一丁目＞ 

道路除草、樹木

伐採、伐木 

指

名 
2,500

25. 8.26 

25.10.29 

28 

整 備 部 

港 湾 工 事 

セ ン タ ー 

若松競艇場渡橋他改修工

事（25） 

＜若松区赤岩町地先＞ 

渡橋改修、浮体

改修 

指

名 
26,874

25. 7.19 

26. 2.28 

       計          28 件    2,118,986 千円 
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別表４ 軽微な工事の抽出件数及び契約金額一覧表(港湾空港局) 

部    名 課    名 
抽 出 工 事 

摘   要 
件数 金 額（千円） 

総 務 部 総 務 経 営 課 2 3,748 ・ 受電設備更新 

・ 開閉器盤改修 

・ 照明設備改修 

・ ｸﾚｰﾝ巻上電動機整備 

・ 風向風力計設置 

・ 緑地舗装 

・ 海抜表示案内板設置 

・ 防舷材補修 

・ 舗装補修 

港 営 部 

港 営 課 12 17,573

港 湾 事 務 所 1 147

立 地 促 進 課 1 1,238

整 備 部 

整 備 課 3 5,575

港湾工事センター 6 11,067

合     計 25 39,348
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別表５ 本工事抽出一覧表（上下水道局） 

番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

1 
水 道 部 

計 画 課 

井手浦浄水場急速ろ過池

耐震診断業務委託 

＜小倉南区大字井手浦地内＞ 

井手浦浄水場

急速ろ過池耐

震診断業務委託

指

名 
9,450

25.12. 3 

26. 3.31 

2 
水 道 部 

設 計 課 

旧畠田浄水場～頓田合流井導

水管布設替工事（24-1工区）

＜若松区大字頓田地内＞ 

鋼管据付工 
一

般 
96,913

24.12. 4 

26. 2.21 

3 
水 道 部 

設 計 課 

中条分岐～沼配水池φ700 送水管及び

沼系 φ450 配水管布設替工事(24-1 工区)

＜小倉南区葛原東二丁目～四丁目地内＞

鋳鉄管据付工 
一

般 
65,340

24.10.25 

25. 8. 6 

4 
水 道 部 

設 計 課 

小森江系φ700 送水管布設

工事（24-2） 

＜門司区黄金町地内外＞ 

推進工、推進管

内管挿入工 

一

般 
80,702

24.10.25 

25. 7.31 

5 
水 道 部 

設 計 課 

白山一丁目配水管布設替

工事（その2） 

＜若松区白山一丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
一

般 
32,559

24.11.15 

25. 5.31 

6 
水 道 部 

設 計 課 

大字道原配水管布設替工事 

＜小倉南区大字道原地内＞ 
配水管布設替 

指

名 
17,271

24.11. 8 

25. 6.14 

7 
水 道 部 

設 計 課 

穴生浄水場～二島配水池φ500 送水管

布設替(更生)工事(24-2 工区)

＜八幡西区御開三丁目地内＞ 

管更生工 
指

名 
51,799

24.11.22 

25. 4.30 

8 
水 道 部 

設 計 課 

日峰配水池耐震化工事 

＜八幡西区大字浅川地内＞ 

上載土撤去工事、

内外面補修工事、

伸縮目地補強工事

一

般 
110,067

24. 1.24 

24.12.10 

9 
水 道 部 

設 計 課 

小森江系φ700 送水管布設

工事（24－1） 

＜門司区大里戸ノ上一丁目地内ほか＞ 

推進工、推進管

内管挿入工、鋳

鉄管据付工 

一

般 
55,811

25. 2. 7 

25.11.29 

10 
水 道 部 

設 計 課 

大畠二丁目他配水管布設

替工事 

＜小倉北区大畠二丁目ほか＞ 

鋳鉄管据付工 
一

般 
14,392

24. 2.28 

24. 6.26 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

11 
水 道 部 

設 計 課 

本城浄水場～二島工業団地

配水管布設替工事（24-1 工区）

＜八幡西区本城五丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
指

名 
17,783

24. 3.14 

24. 8.31 

12 
水 道 部 

設 計 課 

大畠二丁目配水管布設替

（推進）工事 

＜小倉北区大畠二丁目地内＞ 

鋼製さや管推

進(泥水式) 

一

般 
41,854

25. 9. 5 

26. 3.31 

13 
水 道 部 

設 計 課 

末広町配水管布設替工事 

＜八幡東区末広町地内＞ 
鋳鉄管据付工 

随

契 
8,022

25. 6. 5 

25.10.30 

14 
水 道 部 

設 計 課 

尾倉一丁目他配水管布設

替工事 

<八幡東区尾倉一丁目地内ほか> 

鋳鉄管据付工 
一

般 
42,803

25. 7.18 

26. 3.14 

15 
水 道 部 

設 計 課 

小森江系φ700 送水管布設

工事（25-2） 

＜門司区東新町一丁目地内ほか＞ 

土圧式推進工法、

推進管内挿入工、

鋳鉄管据付工 

一

般 
107,850

25.10.31 

26. 3.31 

16 
水 道 部 

設 計 課 

鷹の巣一丁目～穴生一丁目

配水管布設替（推進）工事 

＜八幡西区鷹の巣一丁目～穴生一丁目地内＞

泥水式推進工法、

鋳鉄管挿入工、鋳

鉄管据付工 

一

般 
72,514

25.11.21 

26. 3.31 

17 
水 道 部 

設 計 課 

東鳴水二丁目配水管布設

替工事 

＜八幡西区東鳴水二丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
一

般 
22,326

25. 9. 5 

26. 2.15 

18 
水 道 部 

設 計 課 

西新町一丁目他配水管布

設替工事 

<門司区西新町一丁目地内ほか> 

鋳鉄管据付工 
一

般 
33,349

25.10.17 

26. 3.31 

19 
水 道 部 

設 計 課 

菖蒲谷貯水池（上池）堤体

地質調査業務委託 

＜若松区大字小石＞ 

機械ボーリング

工、標準貫入試験、

現場透水試験 

指

名 
1,523

25. 9.26 

25.11. 5 

20 
水 道 部 

設 計 課 

葛原五丁目他配水管布設

替工事 

<小倉南区葛原五丁目地内ほか> 

鋳鉄管据付工 
一

般 
41,743

25.10.17 

26. 3.31 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

21 
水 道 部 

設 計 課 

伊佐座導水路線法面整備工事 

＜八幡西区鷹見台四丁目地内＞ 

落石防止網工 

吹付枠工 

指

名 
7,347

25.10.31 

26. 3.31 

22 
水 道 部 

設 計 課 

井手浦浄水池耐震化工事 

＜小倉南区大字井手浦地内＞ 

井手浦浄水池

耐震化工事 

一

般 
224,280

25. 3.21 

26. 3.15 

23 

東 部 

工事事務所 

水 道 課 

紺屋町外配水管布設替工事 

＜小倉北区紺屋町地内ほか＞ 
鋳鉄管据付工 

指

名 
19,369

24. 9.20 

25. 6.20 

24 

東 部 

工事事務所 

水 道 課 

上藤松一丁目配水管布設

替工事（その2） 

＜門司区上藤松一丁目地内＞ 

配水管布設替 
指

名 
14,122

25. 3.14 

25. 7.12 

25 

東 部 

工事事務所 

水 道 課 

香春口一丁目配水管布設

替工事 

＜小倉北区香春口一丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
指

名 
12,751

25. 6.13 

25.12.15 

26 

東 部 

工事事務所 

水 道 課 

大字門司他配水管布設替工事 

＜門司区大字門司地内ほか＞ 
鋳鉄管据付工 

一

般 
23,975

25. 8.15 

26. 1.22 

27 

東 部 

工事事務所 

水 道 課 

大里戸ノ上一丁目配水管

布設替工事（その1） 

＜門司区大里戸ノ上一丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
指

名 
13,467

25. 7.26 

25.12.13 

28 

東 部 

工事事務所 

水 道 課 

上貫一丁目配水管布設替

工事 

＜小倉南区上貫一丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
指

名 
18,285

25. 8. 1 

25.12.20 

29 

東 部 

工事事務所 

水 道 課 

大字横代不断水弁設置工事 

＜小倉南区大字横代地内＞ 

不断水バタフ

ライ弁設置 

指

名 
17,966

25. 9.12 

26. 3.11 

30 

東 部 

工事事務所 

水 道 課 

中井二、四丁目配水管布設

替工事 

＜小倉北区中井二、四丁目地内＞

鋳鉄管据付工 
指

名 
16,401

25.11. 7 

26. 3.12 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

31 

西 部 

工事事務所 

水 道 課 

大谷配水池伸縮目地更生

工事 

＜戸畑区椎ノ木町地内＞ 

伸縮目地更生工 
指

名 
9,053

25. 3.21 

25. 9. 7 

32 

西 部 

工事事務所 

水 道 課 

日の出三丁目配水管布設

替工事 

＜八幡東区日の出三丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
指

名 
18,105

25. 5. 2 

25. 9. 9 

33 

西 部 

工事事務所 

水 道 課 

藤原四丁目配水管布設替

工事 

＜八幡西区藤原四丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
指

名 
23,356

25. 2.17 

26. 2.24 

34 

西 部 

工事事務所 

水 道 課 

陣原一・ニ丁目配水管布設

替工事（その2） 

＜八幡西区陣原一・二丁目地内＞ 

配水管布設替 
指

名 
19,322

25. 7.11 

25.11. 8 

35 

西 部 

工事事務所 

水 道 課 

赤島町配水管布設替工事 

＜若松区赤島町地内＞ 

小口径鋼管布

設工 

一

般 
27,375

25. 8. 8 

26. 2. 7 

36 

西 部 

工事事務所 

水 道 課 

菅原一丁目配水管布設替

工事 

＜戸畑区菅原一丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
指

名 
15,518

25. 7.25 

26.11.22 

37 

西 部 

工事事務所 

水 道 課 

熊西二丁目配水管布設替

工事 

＜八幡西区熊西二丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
指

名 
18,162

25. 9.12 

26. 1.30 

38 

西 部 

工事事務所 

水 道 課 

鷹見台一丁目配水管布設

替工事 

＜八幡西区鷹見台一丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
一

般 
21,959

25.11. 7 

26. 3.30 

39 

西 部 

工事事務所 

水 道 課 

瀬板一丁目配水管布設替

工事(その2) 

＜八幡西区瀬板一丁目地内＞ 

鋳鉄管据付工 
指

名 
18,133

25. 2.20 

26. 7. 5 

40 
水 道 部 

浄 水 課 

配水流量計等更新電気計

装工事 

＜小倉南区大字志井＞ 

配水流量計等

更新電気計装

工事 

一

般 
19,530

24.10. 4 

25. 4.30 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

41 
水 道 部 

浄 水 課 

配水流量計等更新電気計

装工事 

＜小倉南区大字吉田＞ 

配水流量計等更

新電気計装工事 

指

名 
41,979

25.11. 7 

26. 3.15 

42 
水 道 部 

浄 水 課 

山ノ神ポンプ場電気設備

更新電気計装工事 

＜八幡東区大谷二丁目＞ 

山ノ神ポンプ場

電気設備更新電

気計装工事 

指

名 
142,594

25. 3.21 

26.12.28 

43 
水 道 部 

浄 水 課 

山ノ神小倉系3号吐出弁更

新工事 

＜八幡東区大谷三丁目＞ 

山ノ神小倉系

３号吐出弁更

新工事 

指

名 
11,813

25. 5.23 

25.11.30 

44 
水 道 部 

浄 水 課 

井手浦ろ過池他電動弁整

備工事 

＜小倉南区井手浦＞ 

井手浦ろ過池

他電動弁整備

工事 

指

名 
41,790

25. 9.26 

26. 3.15 

45 
水 道 部 

浄 水 課 

伊佐座河川取水ポンプ盤

更新他電気計装工事 

＜遠賀郡水巻町二西四丁目＞ 

伊佐座河川取水

ポンプ盤更新他

電気計装工事 

指

名 
99,120

25.10.17 

26.12.28 

46 
水 道 部 

浄 水 課 

伊佐座監視制御設備更新

電気計装工事 

＜遠賀郡水巻町二西四丁目＞ 

伊佐座監視制

御設備更新電

気計装工事 

指

名 
387,720

25.11.28 

27. 3.15 

47 
水 道 部 

浄 水 課 

伊佐座穴生系二段送水解

除機械工事 

＜遠賀郡水巻町二西四丁目＞ 

伊佐座穴生系

二段送水解除

機械工事 

指

名 
143,640

25.11.15 

26.12.28 

48 
水 道 部 

浄 水 課 

山ノ神第二配水池他太陽

光発電設備設置工事 

＜八幡東区大谷二丁目＞ 

山ノ神第二配水

池他太陽光発電

設備設置工事 

一

般 
32,691

26. 2. 6 

26. 9.30 

         計         48 件   2,383,894 千円 
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別表６ 軽微な工事の抽出件数及び契約金額一覧表(上下水道局) 

部    名 
課    名 

抽 出 工 事 
摘   要 

件数 金 額（千円）

総務経営部 総 務 課 3 5,925
・ トイレ改修 

・ 配水管布設替 

・ 配水管布設 

・ 天井設置 

・ 空調機更新 

・ ポンプ取替 

・ ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置 

・ 法面整備 

水道部 

設 計 課 7 10,143

浄 水 課 8 12,001

井 手 浦 浄 水 所 2 2,688

穴 生 浄 水 所 1 1,344

東部工事事務所 水 道 課 9 12,386

西部工事事務所 水 道 課 7 12,807

合     計 37 57,294
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北九州市監査公表第３号

平成２７年２月２０日 

 北九州市監査委員 小 村 洋 一 

 同 廣 瀨 隆 明 

 同 日 野 雄 二 

 同 世 良 俊 明 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 監査の種類 

定期監査(工事監査) 

２ 措置を講じた局等 

建設局 

３ 監査の期間 

平成２５年１２月２６日から平成２６年４月３０日まで 

４ 監査公表の時期 

平成２６年５月２７日（平成２６年監査公表第２８号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）建設局 

監  査  の  結  果 措  置  状  況 

ア 地盤改良杭の設計について 

（道路建設課） 

［６］横代南町山手１号線 

道路改良工事（24-1） 

本工事は、都市計画道路南方朽網

線の一部を構成する区間の道路改

良工事である。 

道路築造に必要なＬ型プレキャ

スト擁壁工において、基礎地盤を補

強するため、中圧噴射攪拌地盤改良

工法による改良杭（径 1.2ｍ）を擁

壁底盤幅に応じて、１列または２列

で施工している。 

改良杭の設計は、所定の地盤支持

力に必要となる改良率を設定して、

最適な杭径、配置を決定するが、２

列配置の施工区間では、約２分の１

の区間で杭の一部が底盤外へ大き

くハミ出し、支持力として考慮され

ない部分まで改良した不経済な配

置となっていた。これは擁壁の安定

性を考慮したものであるが、杭の配

置を工夫することにより、施工する

杭の本数を減ずることができ、施工

費を軽減できた。 

地盤改良杭の設計においては、改

良率等についての設計上の考え方を

十分理解し、経済性を含めた最適な

杭の配置等の比較検討を行った上

で、適切に行われたい。 

今回、監査で指摘された点につい

て、平成２６年５月２２日に開催さ

れた建設局道路建設課の「事務改善

会議」の中で、地盤改良杭の設計を

行う場合、まず、安全性を確保した

上で経済的な配置検討を行うよう

周知徹底を図った。 

また、平成２６年５月２９日に開

催された建設局関係課長、各区まち

づくり整備課長及び上下水道局関

係課長が参加する「建設局合同連絡

会議」においても、同様に周知徹底

を図った。 

注・・［］内の数字は、平成２６年監査公表第２８号の別表１本工事抽出一覧表の番号を示す
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監  査  の  結  果 措  置  状  況 

イ 仮設防護柵の設計荷重について 

（街路課） 

［１１］中央町穴生線（青山工区） 

道路改築工事（24-1） 

本工事は、都市計画道路中央町穴

生線の２車線区間を４車線化する道

路改築工事である。 

その中で、コンクリートブロック

積擁壁を施工中の掘削法面から、一

般道への落石等を防護するため、地

上高さ 3.5ｍのＨ型鋼（幅 15cm、根

入れ 1.0ｍ）親杭横矢板方式による

仮設防護柵を設計変更で増工してい

る。 

しかし、この仮設防護柵の設計に

おいては、風の影響も考慮した柵の

転倒等の検討をすべきであったが、

なされていなかった。 

このため、施工された仮設防護柵

が突風などに対し、安全かどうかが

不明であり、不適切な設計・施工で

あった。 

仮設工の設計・施工に際しては、

工事中の安全性が確保されるよう、

必要な設計荷重を考慮した上で、適

切に行われたい。 

平成２６年５月２９日に開催され

た建設局関係課長、各区まちづくり

整備課長及び上下水道局関係課長が

参加する「建設局合同連絡会議」に

おいて、仮設構造物の設計・施工に

関しては、工事中の安全性が確保さ

れるよう必要な設計荷重を考慮した

上で対応するよう周知徹底を図っ

た。

また、平成２６年６月１７日に開

催された建設局街路課の「事務改善

会議」の中でも、仮設構造物の安全

性について同様に周知徹底を図っ

た。

なお、仮設防護柵については、現

在、明確な設計指針がないため、今

後、他都市の事例調査などを行い、

安全性の確保に努める。 

注・・［］内の数字は、平成２６年監査公表第２８号の別表１本工事抽出一覧表の番号を示す
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北九州市監査公表第４号

平成２７年２月２０日 

 北九州市監査委員  小 村 洋 一 

 同         廣 瀬 隆 明 

 同         日 野 雄 二 

 同         世 良 俊 明 

 監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 監査の種類 

  定期監査 

２ 措置を講じた局等 

  教育委員会 

３ 監査の期間 

  平成２６年１月１６日から平成２６年５月１２日まで 

４ 監査公表の時期 

  平成２６年８月２２日（平成２６年監査公表第３２号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）教育委員会 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 契約事務 

（ア）委託契約事務について 

（施設課） 

各学校重量物搬出搬入委託契約にお

いて、①仕様書に搬出、搬入する重量

物の内訳が記載されていないもの、②

同一学校・同一重量物・同一受託者の

搬出業務委託と搬入業務委託で契約金

額の差が生じているが、仕様書の記載

内容不備によりその相違が確認できな

いものがあった。 

市委託業務要綱では、委託に当たっ

ては、委託業務の内容及び範囲を明ら

かにするとともに、その仕様を定めな

ければならないとされている。 

適正な事務処理をされたい。 

指摘のあった重量物搬出搬入業務委

託の仕様書については、移動元、移動

先、重量物を明記した様式を定めた。

また、搬出時と搬入時で経路が異なる

場合や、物品の廃棄等により搬出時と

搬入時で重量物が異なる場合等も、内

容を明記することとした。 

これらについて、課内各係長と協議

のうえ、全職員に配布、周知した。 

今後は、この改善内容を反映した仕

様書により業務を委託するとともに、

決裁時には係長、課長で確実にチェッ

クを行うこととしている。 

 また、平成２６年９月８日実施の施

設課事務改善会議において、重量物搬

出搬入業務を含め、業務委託の仕様書

には業務内容を明記すべきことを、課

内職員間であらためて再確認した。 

今後も、業務委託を行う際には、仕

様書に不備が生じることのないよう、

適正な事務処理を行っていく。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

イ その他 

（ア）校納金の管理、執行について（そ

の１） 

  （戸ノ上中学校） 

中学校においては、児童・生徒の私

費負担となっている経費を学校におい

て徴収し、保護者にかわって執行する

児童・生徒負担金（以下「校納金」と

いう。 )について、「学校における児

童・生徒負担金取扱マニュアル」(以下

「取扱マニュアル」という。)等に基づ

き、管理、執行されている。 

この事務についてみたところ、平成

２４年度の修学旅行費、ふれあい合宿

費、農泊体験費において、取扱マニュ

アルに反して、①管理している全通帳

について作成することとされている口

座管理簿に通帳が記載されておらず、

また管理職による出納簿確認がなされ

ていない、②経費執行に必要な見積書、

支出（還付）伺兼支出命令書等がない

ものがある、③特に農泊体験費につい

ては、支出（還付）伺兼支出命令書と

出納簿、預金通帳等が合致していない

等、不適正・不明朗な管理、執行状況

が見受けられた。  

校納金については、その収入から支

出までの経緯を明確にし、保護者等の

不信を招くことのないよう、公金に準

じた取扱いが求められる。 

取扱マニュアル等に基づき、適正な

管理執行を行われたい。 

 今回の指摘事項について、当該校に

おいては、「校納金会計事務取扱マニ

ュアル」及び「学校における児童・生

徒負担金取扱マニュアル」の関係職員

への周知徹底を図るとともに、事務処

理について、組織全体でチェックを行

う体制を整備した。 

 また、教育委員会においても、平成

２６年８月１８日付で「平成２５年度

定期監査における指摘事項に対する対

応について」を全中学校宛てに通知し、

中学校における校納金会計処理の実態

の把握及び改善を指示した。 

 また、平成２６年９月１９日付で「平

成２５年度定期監査における指摘・注

意事項及び今後の業務処理について」

を全校（園）宛てに通知し、適正な事

務処理の徹底を図った。 

 今後も、学校における実情調査の際

に同様の指導を行い、注意喚起を行う

予定である。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（イ）校納金の管理、執行について（そ

の２） 

（菊陵中学校） 

平成２４年度の修学旅行費等の事務

処理について、①管理している全通帳

について作成することとされている口

座管理簿に通帳が記載されていない、

②執行、返金及び決算に関する事務処

理が適切でない、また保護者への返金

の際に領収書を徴していない、③出納

簿の入力を誤っているなどの不適正な

事例が見受けられた。 

校納金は、児童・生徒の保護者負担

となっている経費を学校において徴収

し、保護者にかわって執行するもので

あり、「校納金会計事務取扱マニュア

ル」又は「学校における児童・生徒負

担金取扱マニュアル」に基づき、公金

に準じた取扱いを行うものとされてい

る。 

適正な事務処理を行うとともに、組

織的なチェックを行う体制を整備され

たい。 

今回の指摘事項について、当該校に

おいては、「校納金会計事務取扱マニ

ュアル」及び「学校における児童・生

徒負担金取扱マニュアル」の関係職員

への周知徹底を図るとともに、事務処

理について、組織全体でチェックを行

う体制を整備した。 

 また、教育委員会においても、平成

２６年８月１８日付で「平成２５年度

定期監査における指摘事項に対する対

応について」を全中学校宛てに通知し、

中学校における校納金会計処理の実態

の把握及び改善を指示した。 

 また、平成２６年９月１９日付で「平

成２５年度定期監査における指摘・注

意事項及び今後の業務処理について」

を全校（園）宛てに通知し、適正な事

務処理の徹底を図った。 

 今後も、学校における実情調査の際

に同様の指導を行い、注意喚起を行う

予定である。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（ウ）校納金の事務処理について 

（高等理容美容学校） 

学校においては、学生から教材費、

教育活動費等への利用を目的として校

納金を徴収している。この経理事務に

ついてみたところ、①物品購入等にお

いて、納品後に起案し、決裁をしてい

たもの、②見積書を徴していないもの、

③納品書、領収書を徴していないもの、

その他出納簿の記載に不備があるもの

などが見受けられた。 

校納金は、学生の私費負担となって

いる経費を学校において徴収し、保護

者にかわって執行するものであり、公

金に準じた取扱いが必要である。

再度、事務処理方法について検証し、

物品購入等において、発注（契約）前

に必ず校長までの決裁を行うなど、適

正な事務処理をされたい。 

今回の指摘事項について、平成２６

年 ７ 月 １ ７ 日 の 職 員 会 議 に お い て 、

「北九州市立高等理容美容学校におけ

る学生負担金取扱マニュアル」に基づ

き、公金に準じた取扱が必要であるこ

とを周知徹底し、事務処理における管

理職によるチェックを厳格に実施して

いる。 

具体的には、支出事務の一連の手続

を記したカードを関係者のデスクに常

備し、事務職のみならず、管理職を含

めた関係者全員でのチェックを実施

し、適正な事務処理ができるよう改善

を図った。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（エ）生徒寮の管理運営事務について

（北九州市立高等学校） 

北九州市立高等学校では、平成２０

年度より寄宿舎として『あさあけ寮』

を設置しており、北九州市立高等学校

寄宿舎管理要綱(以下「要綱」という。)

及び北九州市立高等学校生徒寮寮費徴

収規定(以下「徴収規定」という。)等

に基づき、管理運営を行っている。

この事務についてみたところ、①要

綱に定める入寮承認の通知を行ってい

ない、②要綱に定める入居指定日が明

確でないため、月の途中において入寮

する場合の寮費が正しい額か判明しな

い、③徴収規定に定める寮費未納の場

合の延納願を提出させていない等、不

適正な事務処理が見受けられた。  

要綱や徴収規定等に沿った適正な事

務処理を行われたい。 

指摘事項①については、平成２６年

度入寮者の保護者に対して全件「入寮

承認通知書」により通知を行った。 

指摘事項②については、「入寮申請

書」及び「入寮承認通知書」の様式を

見直し、「入居指定日」欄を設けた。 

指摘事項③については、平成２６年

度４月滞納分から「延納願」を提出す

るように指導を行った。 

あわせて、事務処理マニュアルを整

備し、事務引継にも遺漏のないように

した。 
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北九州市監査公表第５号 

平成２７年２月２０日 

北九州市監査委員  小 村 洋 一 

同         廣 瀨 隆 明 

同         日 野 雄 二 

同         世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を行ったので、同条

第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、建設局、上下水道局及び区役所まちづくり整備課におい

て施工する公園、河川及び下水道関係の工事（調査設計、除草・浚渫及びエ

レベーター・エスカレーターの設備点検等に係わる業務委託を含む）で、平

成２５年７月１３日から平成２６年７月１２日までに契約した本工事及び軽

微な工事並びに平成２５年度から平成２６年度への継続工事を対象とした。 

２ 監査の方法 

監査に必要な資料の提出を求め、表１、表２、表３のとおり工事等を抽出

し、それぞれ事務手続、計画・設計及び施工について、事務が適正に執行さ

れているか等を主眼に、関係書類の調査及び現地調査を実施するとともに、

関係職員から説明を聴取した。 

表１ 工事の抽出（建設局）

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件 数 契約金額(千円) 件 数 契約金額(千円)

本  工  事 

（委託業務を含む）
164 4,226,543 25 1,688,112 別表 1 参照

軽 微 な 工 事 

（委託業務を含む）
207 195,907 33 52,709 別表 2 参照
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表２ 工事の抽出（上下水道局）

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件 数 契約金額(千円) 件 数 契約金額(千円)

本  工  事 

（委託業務を含む）
296 14,183,390 29 1,326,508 別表 3 参照

軽 微 な 工 事 

（委託業務を含む）
299 298,009 27 38,957 別表 4 参照

表３ 工事の抽出（区役所まちづくり整備課）

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件 数 契約金額(千円) 件 数 契約金額(千円)

本  工  事 

（委託業務を含む）
210 1,759,002 21 328,378 別表 5 参照

軽 微 な 工 事 

（委託業務を含む）
1,852 2,073,463 47 72,965 別表 6 参照

３ 監査の期間 

平成２６年８月２５日から平成２６年１２月９日まで 

４ 監査の結果 

（１）建設局 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に

行われていた。 

（２）上下水道局 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に

行われていた。 

（３）区役所 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に

行われていた。 
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別表１ 本工事抽出一覧表（建設局） 

番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

1 
公園緑地部

公園建設課 

米町公園整備工事 

＜小倉北区京町三丁目5番＞ 

園路整備工、

真砂土舗装、

レンガ舗装 

指

名 
34,380

25.10.18 

26. 3.28 

2 
公園緑地部

公園建設課 

響灘緑地桜広場整備工事 

＜若松区大字頓田＞ 

張芝、Ｕ型側

溝、引込柱、

遊具、ベンチ 

一

般 
41,216

25. 9.26 

26. 3.24 

3 
公園緑地部

公園建設課 

都島展望公園駐車場整備

工事 

＜戸畑区牧山五丁目地内＞ 

敷地造成、擁

壁工事、地盤

改良工、給水

管工 

一

般 
57,635

25. 9. 5 

26. 3.27 

4 
公園緑地部

公園建設課 

和布刈公園和布刈小橋補

修工事 

＜門司区大字門司＞ 

上部補修工、

下部補修工、

橋面改良工 

指

名 
11,712

25. 9.26 

25.12.27 

5 
公園緑地部

公園建設課 

都島展望公園敷地造成工事 

＜戸畑区牧山五丁目地内＞ 

敷 地 造 成 、

擁 壁 工 事 、

地盤改良工 

一

般 
122,955

25. 9.19 

25. 7.31 

6 
公園緑地部

公園建設課 

スペースワールド駅前広

場植栽工事 

＜八幡東区東田二丁目＞ 

石積、高木植

栽、張芝 

一

般 
25,510

26. 3.20 

26. 8. 2 

7 
公園緑地部

公園建設課 

ひびきコスモス公園植栽

他工事 

＜若松区向洋町＞ 

高木植栽、塩

ビ管、汚水桝 

指

名 
5,985

26. 2.27 

26. 7.30 

8 
河 川 部 

河川整備課 

江川護岸工事（25-2） 

＜若松区大字小敷＞ 
土工、護岸工 

一

般 
63,327

25.8.15 

26.2.26 

9 
河 川 部 

河川整備課 

金剛川護岸工事（25-1） 

＜八幡西区金剛二丁目＞ 

護岸工、下部

工 

一

般 
92,531

25.8.1 

26.3.31 

10 
河 川 部 

河川整備課 

紫川（ＭＭ区間）河道掘

削工事（25-1） 

＜小倉北区城内ほか＞ 

河道掘削工 
一

般 
380,714

25.9.5 

26.3.20 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

11 
河 川 部 

河川整備課 

紫川（ふるさと区間）河

川整備工事（25-1） 

<小倉南区長行東一丁目ほか> 

法面工、ｱｽﾌ

ｧﾙﾄ舗装工、

排水工 

一

般 
52,491

25.10.10 

26.3.31 

12 
河 川 部 

河川整備課 

相割川（恒見橋）上部工

工事（25-1） 

＜門司区恒見町＞ 

箱型函渠工、

護岸工、道路

改良 

一

般 
157,762

25.9.5 

26.8.31 

13 
河 川 部 

河川整備課 

江川護岸工事（25-6） 

＜八幡西区大字本城＞ 
護岸工 

一

般 
67,745

26.3.20 

26.8.31 

14 
河 川 部 

河川整備課 

神嶽川護岸工事（25-1） 

＜小倉北区馬借一丁目ほか＞ 
護岸工 

一

般 
139,965

25.9.26 

26.7.31 

15 

東   部 

整備事務所 

工務第二課 

城山霊園法面整備工事 

＜門司区大字猿喰＞ 

土砂掘削、法

面整形他 

指

名 
22,561

25.10.31 

26.3.31 

16 

東   部 

整備事務所 

工務第二課 

小熊野公園擁壁改修工事 

＜小倉北区熊谷一丁目＞ 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

擁壁 

指

名 
15,637

25.8.16 

26.3.3 

17 

東   部 

整備事務所 

工務第二課 

母原川護岸工事（25-2） 

＜小倉南区大字母原＞ 
護岸工他 

一

般 
30,708

25.9.5 

26.2.28 

18 

東   部 

整備事務所 

工務第二課 

三萩野公園庭球場防球フ

ェンス改修工事 

＜小倉北区三萩野三丁目＞ 

防球フェンス

改修、門扉改

修 

指

名 
19,642

25.10.21 

26.5.31 

19 

東   部 

整備事務所 

工務第二課 

到津の森公園チンパンジ

ー獣舎改修工事 

＜小倉北区上到津四丁目１番＞ 

チンパンジー

獣舎改修 

指

名 
27,786

26.3.20 

26.8.23 

20 

東   部 

整備事務所 

工務第二課 

スタヌキ川パラペット整

備工事（25-1） 

＜門司区大字柄杓田＞ 

パラペット工 
一

般 
35,777

25.10.10 

26.5.30 

37



番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

21 

西   部 

整備事務所 

工務第二課 

岡田公園遊具広場整備工事 

＜八幡西区岡田町＞ 

敷地造成工、

植栽工、給水

設備工ほか 

一

般 
49,237

25.9.19 

26.3.15 

22 

西   部 

整備事務所 

工務第二課 

上保公園災害復旧工事 

＜八幡西区鷹ノ巣三丁目＞ 

敷地造成工、

植生工、ブロ

ック積擁壁工

ほか 

指

名 
14,868

25.11.8 

26.3.31 

23 

西   部 

整備事務所 

工務第二課 

宮丸川護岸整備工事 

＜若松区藤ノ木一丁目＞ 

遮水工、舗装

復旧工 

指

名 
21,705

25.12.27 

26.3.31 

24 

西   部 

整備事務所 

工務第二課 

香月線道路改築付帯工事

（25-1） 

＜八幡西区香月西三丁目＞ 

鋼 矢 板 護 岸

工、表面処理

工 

一

般 
128,493

25.9.19 

26.3.31 

25 

西   部 

整備事務所 

工務第二課 

境川護岸工事（25-1） 

＜戸畑区中原東三丁目ほか＞ 

補強土護岸工

（左岸）ほか 

一

般 
67,770

25.9.26 

26.5.30 

        計      25 件    1,688,112 千円 
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別表２ 軽微な工事総括表（建設局） 

部    名 課    名 
抽 出 工 事 

適 要 
件数 金額（千円）

公 園 緑 地 部 公 園 建 設 課 9 15,348 ・レンガ舗装 

・空調機取替 

・倉庫改修 

・駅前広場整備 

・護岸整備 

・擁壁設置 

・監視カメラ設備 

・公園整備 

・流水プール改修 

・防音材張替 

・遊歩道整備 

・法面整備 

河 川 部 

水 環 境 課 1 1,239

河 川 整 備 課 5 8,918

東 部 

整 備 事 務 所 
工 務 第 二 課 11 17,894

西 部 

整 備 事 務 所 
工 務 第 二 課 7 9,310

合 計 33 52,709

39



別表３ 本工事抽出一覧表（上下水道局） 

番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

1 
下 水 道 部

下水道整備課 

石原町地内雨水（その 3）

管渠築造工事 

＜小倉南区大字石原町＞ 

既成ボックス 
指

名 
16,815

25.10.31 

26. 5.30 

2 
下 水 道 部

下水道整備課 

津田新町二丁目地内他雨

水排水ポンプ整備工事 

<小倉南区津田新町二丁目ほか> 

流出渠・ｹﾞｰﾄ

ﾎﾟﾝﾌﾟ躯体工、

除塵機躯体工

他 

一

般 
80,484

25. 8.15 

26. 3.31 

3 
下 水 道 部

下水道整備課 

陣山雨水幹線調整池場内

整備工事 

＜八幡東区桃園三丁目＞ 

法面工、擁壁

工、舗装工 

一

般 
27,972

26. 3.20 

26. 7.28 

4 
下 水 道 部

下水道整備課 

鴨生田一丁目地内雨水調

整池（その2）築造工事 

＜若松区鴨生田一丁目＞ 

雨水調整池築造

工、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

張工、地盤改良工 

一

般 
138,146

25. 8. 1 

26. 3.15 

5 
下 水 道 部

下水道整備課 

八千代町幹線（その3）管

渠更生工事 

＜八幡西区黒崎一丁目＞ 

本管更生工 
指

名 
85,596

25. 9.12 

26. 3.15 

6 
下 水 道 部

下水道整備課 

夕原町地内（その 1）管渠

更生工事 

＜八幡西区夕原町＞ 

管更生工 
指

名 
74,222

25. 9. 5 

26. 1.31 

7 
下 水 道 部

下水道整備課 

陣原三丁目地内他管渠更

生工事 

＜八幡西区陣原三丁目ほか＞ 

管更生工 
指

名 
64,603

25. 9.26 

26. 3.14 

8 
下 水 道 部

下水道整備課 

都島ポンプ場解体工事 

＜戸畑区牧山海岸＞ 
構造物取壊工 

指

名 
34,190

25.12. 5 

26. 6.30 

9 
下 水 道 部

下水道整備課 

黒崎二丁目地内管渠更生

工事 

＜八幡西区黒崎二丁目＞ 

本管更生工 
指

名 
74,939

25.10.31 

26. 3.15 

10 
下 水 道 部

下水道整備課 

皇后崎浄化ｾﾝﾀｰ新管理棟ｹｰ

ﾌﾞﾙ処理室実施設計業務委託 

＜八幡西区夕原町＞ 

ケーブル処理

室設計 

指

名 
4,968

25.12.12 

26. 5.30 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

11 
下 水 道 部

施 設 課

津田新町二丁目地内他雨水

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ機械設備新設工事 

＜小倉南区津田新町2＞ 

ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄの新

設、除塵機の新

設、据付、配管工

事他 

指

名 
81,900

25. 6.13 

26. 5.31 

12 
下 水 道 部

施 設 課

払川ポンプ場 1、2 号汚水

ポンプ機械設備改良工事 

＜若松区大字払川73番地5＞ 

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ改

良､電動機改良

他 

指

名 
57,907

25. 7.18 

26. 3.15 

13 
下 水 道 部

施 設 課

新町浄化センター4、5 号汚

水ポンプ機械設備改良工事 

＜門司区松原三丁目6番1号＞ 

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟの更

新､電動機の更

新他 

指

名 
64,575

25. 7.18 

26. 3.15 

14 
下 水 道 部

施 設 課

新町浄化センター2号脱水

機電気計装設備改良工事 

＜門司区松原三丁目6番1号＞ 

電気計装設備工

事 

指

名 
137,550

25. 9.26 

26. 3.15 

15 
下 水 道 部

施 設 課

皇后崎浄化ｾﾝﾀｰ 1 ｻﾌﾞ 2 系曝

気槽電気計装設備改良工事 

＜八幡西区夕原町1番1号＞ 

高効率散気装置へ

の更新、電気計装

設備工事の改良 

指

名 
126,000

25.10.17 

26. 3.15 

16 
下 水 道 部

施 設 課

日明浄化センター汚泥ポン

プ電気室防水修繕工事 

＜小倉北区西港町96番地3＞ 

汚水ポンプ電

気室の防水修

繕 

指

名 
3,006

25.12.26 

26. 3.11 

17 
下 水 道 部

施 設 課

北九州市公共下水道藤田ﾎﾟﾝﾌﾟ場他再構築基本

設計（耐震診断）にかかる技術的援助

＜八幡西区＞ 

再構築基本設計

（耐震診断）に

かかる技術的援

助 

随

契 
52,600

25. 7.18 

26. 3.31 

18 

下 水 道 部

東 部

浄化センター

日明浄化ｾﾝﾀｰ監視操作・運転

支援装置電気計装設備改良工事 

＜小倉北区西港町96番地3＞ 

監 視 操 作 装

置・運転支援

装置の改良 

随

契 
19,425

25. 8. 7 

25.10.31 

19 

下 水 道 部

東 部

浄化センター

日明浄化センター5 号汚

泥脱水機他定期修繕工事 

＜小倉北区西港町96番地3＞

汚泥脱水機の

分解・点検整

備 

指

名 
33,477

25. 8.14 

26. 1.31 

20 

下 水 道 部

東 部

浄化センター

日明浄化センター重力濃縮

汚泥投入ポンプ修繕工事 

＜小倉北区西港町96番地3＞ 

濃縮汚泥投入

ポンプの分解

整備 

指

名 
11,550

26. 3. 6 

26. 3.31 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

21 

下 水 道 部

西 部

浄化センター

藤田ポンプ場汚水ポンプ

修繕工事 

＜八幡西区大字藤田2292番地5＞ 

汚水ポンプ修

繕 

指

名 
9,975

25. 8. 8 

26. 1.17 

22 

下 水 道 部

西 部

浄化センター

皇后崎浄化センター2 号遠

心脱水機他定期修繕工事 

＜八幡西区夕原町1番1号＞ 

遠心脱水機の

定期修繕、整

備 

指

名 
29,078

25.10.16 

26. 3.15 

23 

下 水 道 部

西 部

浄化センター

皇后崎浄化ｾﾝﾀー 他4箇所無停電

電源装置電気計装設備修繕工事 

＜八幡西区夕原町1番1号＞ 

無停電電源装置等

の蓄電池、基盤等

の交換 

指

名 
16,779

25.10.31 

26. 3.15 

24 

下 水 道 部

西 部

浄化センター

蒲生三丁目地内他雨水管

渠築造工事 

＜小倉南区蒲生三丁目ほか＞ 

自 由 勾 配 側

溝、現場打水

路、雨水桝 

指

名 
8,834

25.11. 7 

26. 3.15 

25 

下 水 道 部

西 部

浄化センター

石田南二丁目地内管渠築

造工事 

＜小倉南区石田南二丁目＞ 

管渠工、人孔 
指

名 
12,386

25.12.26 

26. 6.30 

26 

下 水 道 部

西 部

浄化センター

葛原東三丁目地内雨水排水

ポンプ整備（その2）工事 

＜小倉南区葛原東三丁目＞ 

排水ポンプ流

入渠・放流渠 

指

名 
14,286

26. 3.13 

26. 9.30 

27 

下 水 道 部

西 部

浄化センター

則松七丁目地内他（その

2）管渠更生工事 

＜八幡西区則松七丁目ほか＞ 

管更生 
指

名 
18,217

25. 8. 7 

25.11.25 

28 

下 水 道 部

西 部

浄化センター

桃園一丁目地内（その 9）

合流改善管渠築造工事 

＜八幡東区桃園一丁目＞ 

塩ビ管、人孔 
指

名 
9,363

26. 3.20 

26. 8.15 

29 

下 水 道 部

西 部

浄化センター

頓田地内（その 1）管渠築

造工事 

＜若松区大字頓田＞ 

汚水管 
指

名 
17,665

25.10.31 

26. 3.15 

        計      29 件    1,326,508 千円 
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別表４ 軽微な工事の抽出件数及び契約金額一覧表（上下水道局） 

部    名 課    名 
抽 出 工 事 

適 要 
件数 金額（千円） 

下 水 道 部 

下 水 道 整 備 課 2 2,871 ・管渠移設 

・除塵機修繕 

・中央監視操作装置修繕 

・監視制御設備修繕 

・ﾃﾚﾒｰﾀ設備修繕 

・汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ出弁修繕 

・電気室屋上防水修繕 

・破砕機修繕 

・管渠築造 

・取付管整備 

・雨水管渠築造 

東 部 浄 化 ｾﾝﾀｰ 8 10,006

西 部 浄 化 ｾﾝﾀｰ 8 11,271

東 部 

工 事 事 務 所 
下 水 道 課 5 7,794

西 部 

工 事 事 務 所 
下 水 道 課 4 7,015

合 計 27 38,957
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別表５ 本工事抽出一覧表（区役所まちづくり整備課） 

番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

1 

門司区役所 

まちづくり 

整 備 課 

西新町一丁目地内（その

2）管渠更生工事 

＜門司区西新町一丁目＞ 

管更生 
指

名 
17,362

25.10. 4 

26. 1.12 

2 

門司区役所 

まちづくり 

整 備 課 

大坪川他河川除草業務委

託 

＜門司区大字伊川ほか＞ 

機械刈、手刈 
指

名 
4,860

26. 6.20 

26. 9.12 

3 

門司区役所 

まちづくり 

整 備 課 

街路除草業務委託（門司

区） 

＜門司区一円＞ 

除草剤・植込地

（夏・秋・春）、

除草剤・植栽桝 

指

名 
15,930

26. 4.22 

27. 3.25 

4 

小倉北区役所 

まちづくり 

整 備 課 

新紫川伏越人孔清掃浚渫

業務委託(収集・運搬) 

＜小倉北区大手町ほか＞ 

管路浚渫、人

孔浚渫、汚泥

運搬 

指

名 
14,700

25.11.15 

26. 3. 5 

5 

小倉北区役所 

まちづくり 

整 備 課 

街路樹冬季剪定業務委託

（小倉北区-1） 

＜小倉北区内一円＞ 

高木剪定 
指

名 
18,460

25. 9.27 

26. 3.14 

6 

小倉北区役所 

まちづくり 

整 備 課 

永添川他除草清掃業務委託 

＜小倉北区黒住町ほか＞ 

人力除草工、

機械除草工、

塵芥収集 

指

名 
2,430

26. 6.20 

26. 9.12 

7 

小倉南区役所 

まちづくり 

整 備 課 

下吉田三丁目地内(その 2)

管渠更生工事 

＜小倉南区下吉田三丁目＞ 

本管更生工 
指

名 
16,771

25.12.26 

26. 3.13 

8 

小倉南区役所 

まちづくり 

整 備 課 

街路樹冬期剪定業務委託

（小倉南区） 

＜小倉南区内一円＞ 

高木剪定 
指

名 
17,412

25. 9.27 

26. 3. 5 

9 

小倉南区役所 

まちづくり 

整 備 課 

街路除草及び中下木剪定

業務委託（小倉南区1） 

＜小倉南区内一円＞ 

街路除草、中

下木剪定、寄

植刈込 

指

名 
34,020

26. 5. 7 

26.11.14 

10 

若松区役所 

まちづくり 

整 備 課 

高須東三丁目地内他人孔

蓋取替工事 

＜若松区高須東三丁目地内ほか＞ 

人孔蓋取替、人

孔蓋調整、小型

マンホール取替 

指

名 
8,303

25.10. 3 

26. 1.31 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

11 

若松区役所 

まちづくり 

整 備 課 

栄盛川護岸改良工事 

＜若松区波打町ほか＞ 

パラペット新

設工、パラペ

ット嵩上げ工 

指

名 
7,312

25.12. 6 

26. 3.15 

12 

若松区役所 

まちづくり 

整 備 課 

公園除草及び中下木剪定

業務委託（若松区東部） 

＜若松区東部一円＞ 

手刈、機械刈、

芝地、寄植刈

込、生垣刈込 

指

名 
31,104

26. 5. 9 

26.11.15 

13 

八幡東区役所 

まちづくり 

整 備 課 

勝山一丁目地内管渠更生

工事 

＜八幡東区勝山一丁目＞ 

本管更生工、

取付管更生、

副管更生工 

指

名 
17,472

25. 7.18 

26. 1.31 

14 

八幡東区役所 

まちづくり 

整 備 課 

枝光尾倉1号線植栽工事 

＜八幡東区東田二丁目＞ 

高木植栽、下

木植栽、張芝 

指

名 
12,905

25.12.13 

26. 3.14 

15 

八幡東区役所 

まちづくり 

整 備 課 

公園除草及び中下木剪定

業務委託（八幡東区） 

＜八幡東区区内一円＞ 

手刈、機械刈、

モア、剪定 

指

名 
32,886

25. 5. 9 

26.11.15 

16 

八幡西区役所 

まちづくり 

整 備 課 

日吉台三丁目地内（その

1）管渠更生工事 

＜八幡西区日吉台三丁目＞ 

管渠更生 
指

名 
16,926

25. 8. 8 

25.12.16 

17 

八幡西区役所 

まちづくり 

整 備 課 

新々堀川外除草業務委託 

＜八幡西区本城東一丁目外＞ 
除草 

指

名 
5,761

26. 6. 6 

26.12.25 

18 

八幡西区役所 

まちづくり 

整 備 課 

公園定期除草及び中下木

剪定業務委託（八幡西1）

＜八幡西区区内一円＞ 

公園除草 
指

名 
23,760

26. 5. 9 

26.11.14 

19 

戸畑区役所 

まちづくり 

整 備 課 

西鞘ヶ谷町地内他管渠更

生工事 

＜戸畑区西鞘ヶ谷町ほか＞

管更生二層構

造管、部分補

修枝管 

指

名 
16,226

25. 9.19 

26. 1.20 

20 

戸畑区役所 

まちづくり 

整 備 課 

街路樹冬季剪定業務委託

（戸畑区） 

＜戸畑区内一円＞ 

基本剪定、整

枝剪定 

指

名 
10,322

25. 9.27 

26. 3.15 
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

21 

戸畑区役所 

まちづくり 

整 備 課 

夜宮二丁目地内他（環

境）下水道調査点検業務

委託 

＜戸畑区夜宮二丁目ほか＞ 

本管 TV ｶﾒﾗ調

査工、取付管

TV ｶﾒﾗ調査工 

指

名 
3,456

26. 4.16 

26. 7.15 

        計      21 件    328,378 千円 

46



別表６ 軽微な工事の抽出件数及び契約金額一覧表（区役所） 

部    名 課    名 
抽 出 工 事 

適 要 
件 数 金額(千円) 

門 司 区 役 所 まちづくり整備課 6 10,637 ・雨水渠護岸復旧 

・便所設置 

・公園整備 

・河川改修 

・取水ポンプ改良 

・下水道維持修繕 

・護岸補強 

・人孔蓋取替 

・低地ポンプ修繕 

・管渠整備 

・護岸法面吹付 

・公園法面保護 

・遊歩道整備 

小倉北区役所 まちづくり整備課 8 11,612

小倉南区役所 まちづくり整備課 7 9,562

若松区役所 まちづくり整備課 6 7,681

八幡東区役所 まちづくり整備課 6 9,896

八幡西区役所 まちづくり整備課 8 14,685

戸畑区役所 まちづくり整備課 6 8,892

合 計 47 72,965
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北九州市監査公表第６号

平成２７年２月２０日 

北九州市監査委員  小 村 洋 一  

同         廣 瀬 隆 明  

                 同         日 野 雄 二  

同         世 良 俊 明  

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を行ったので、同条

第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、環境局及び監査事務局の平成２５年度及び平成２６年度

（平成２６年４月から同年６月末日まで）の収入、支出、契約、財産管理等

の財務事務及びその他の事務の執行を対象とした。 

２ 監査の方法  

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに

、関係職員から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２６年７月２３日から平成２６年１１月４日まで 
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４ 監査の結果 

（１）環境局 

   監査の結果、事務はおおむね適正に処理されていたが、一部に次のよう

な事項が認められた。これらについては、適切な措置を講じられたい。 

ア 支出事務 

（ア）委託契約事務に係る履行確認について 

（環境未来都市推進室） 

 印刷物制作に係る委託業務において、成果品に間違った箇所があっ

たにもかかわらず、それを看過して納品させたため、再度、作り直し、

不要な経費が生じた。 

地方自治法及び市委託業務要綱では、契約の適正な履行を確保する 

ため必要な監督又は検査をしなければならず、業務が完了したときは、 

履行の確認又は成果物の検査及び検収を行うこととされている。また、 

地方自治法、市予算規則及び市会計規則では、最少の経費で最大の効 

果を挙げるようにしなければならないとされている。 

適正な事務処理をされたい。 

（イ）資金前渡金の精算等について 

（環境国際戦略課） 

   会議の開催にあたり外国から招聘した出席者の旅費を、資金前渡に

より支出手続を行い現金で渡そうとしたところ、所属団体からの請求

に基づき銀行振込で支払うよう指示された。そのため、現金を受け渡

しせずに領収書を受領し、その領収書で資金前渡の精算を行い、当該

現金を保管していた。 

    また、その後、旅費の請求額が保管していた現金よりも少なかった

ために生じた余剰金を市に返納せず、年度末まで保管等した上で次年

度に寄付金に使用した。 

市会計規則では、資金前渡者は、その支払の終わった後、指定され

た日数以内に精算し、精算残額のあるときは、直ちに会計管理者等に

返納するものとされている。 

また、地方自治法及び市会計規則では、支出の原因となるべき契約

その他の行為は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなけ

ればならないとされており、さらに地方自治法では、寄附をする場合

は、公益上必要があると認められなければならないとされている。 
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適正な事務処理をされたい。 

イ 財産管理事務 

（ア）指定管理施設の備品管理等について 

（環境学習課） 

      北九州市環境ミュージアムの管理は指定管理者に委託されているが 

、①市の貸与備品のうち重要物品で既に撤去しているものや、既に使

用が不可能なものなどで廃棄等の処分を行っていないもの、②施設の

改修について本来指定管理者が実施すべきものを市が行っていたもの

があった。 

市会計規則では、物品管理者はその所管に属する物品を適正かつ効 

率的に管理し、常にその使用状況を把握しておかなければならないと

されており、物品管理要領では、備品台帳と現物との照合・検査を毎

年度末に行い、その結果を会計室の指示に従って報告することとされ

ている。 

また、当該施設の管理運営に関する基本協定書では、改修について 

は１件５万円未満のものは指定管理者の費用と責任において実施する 

 ものとされている。 

   適正な事務処理をされたい。 

  （イ）販売物品の在庫管理について 

（業務課） 

当市では、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に際し、処理手数料を

徴収しており、この処理手数料は、家庭ごみ用ごみ袋、資源化物用ご

み袋及び粗大ごみ処理手数料納付券（以下「指定ごみ袋等」という。）

を市民が購入することにより徴収することとなっている。 

この指定ごみ袋等の保管は業者に委託しており、毎月の保管状況に

ついて業務完了報告書の提出を受けているが、市みずからによる現物

の在庫確認はしていなかった。 

指定ごみ袋等は、金銭的価値がある販売物品であり、また、保管さ

れている指定ごみ袋等の手数料相当額は多額であることからも、市み

ずからによる定期的な在庫確認を含めたより適正な履行確認がなされ

るべきである。 

市会計規則及び物品管理要領では、所管に属する物品を適正かつ効

率的に管理し、常にその使用状況を把握しておかなければならず、台
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帳等関係帳簿を正確に整備し、常に関係帳簿と照合・検査しておくこ

ととされている。 

また、市委託業務要綱では、業務が完了したときは、履行の確認を

行うこととされている。 

より適正な物品管理をされたい。 

ウ その他 

（ア）公の施設の指定管理者の指定の告示について 

（環境未来都市推進室） 

    環境未来都市推進室では、北九州市響灘ビオトープ（以下「ビオ 

トープ」という。）と北九州市エコタウンセンター（以下「エコタウ

ンセンター」という。）の２施設を所管し、その管理を指定管理者に

委託している。指定管理については、平成２６年度からビオトープは

１期目、エコタウンセンターは３期目の指定管理者を指定し、基本協

定を締結したが、指定管理者の指定について、告示が行われていな

かった。 

   ビオトープについては、市響灘ビオトープ条例施行規則により、エ

コタウンセンターについては、市指定管理者制度ガイドラインによ

り、それぞれ指定管理者の指定の告示を行うものとされている。 

   適正な事務処理をされたい。 

   なお、市エコタウンセンター条例施行規則には、指定管理者の指定 

の告示に関する規定がないため、見直しを検討されたい。 

（２）監査事務局 

   監査の結果、事務はおおむね適正に処理されていた。 
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北九州市監査公表第 7 号

平成２７年２月２０日 

 北九州市監査委員  小 村 洋 一  

同         廣 瀬 隆 明  

                 同         日 野 雄 二  

同         世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等監査を行った

ので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

（１）財政援助団体 

今回の監査は、北九州市（以下「市」という。）が財政援助をしている

環境局所管団体のうち、次の３団体を抽出し、平成２５年度及び平成２

６年度（平成２６年４月から同年６月末日まで）に交付した補助金等に

係る出納その他の事務の執行を対象とした。 

               （平成２６年６月３０日現在、単位:千円） 

補助金 

交付団体名称 
補助金等名称 

２５年度 

交 付 額 

２６年度 

交 付 額 
所管課 

北九州エコライ

フステージ実行

委員会 

北九州エコライ

フステージ負担

金 

19,385 20,285 環境学習課 

株式会社安川電

機 

環境未来技術開

発助成金 
17,000 0

環境未来都市

推進室 
公立大学法人北

九州市立大学 

環境未来技術開

発助成金 
10,600 0

※２６年度交付額は、平成２６年６月３０日現在の交付済額。 
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（２）公の施設の指定管理者 

今回の監査は、市が公の施設の管理を行わせている環境局所管の指定管

理者のうち、次の２団体を抽出し、平成２５年度及び平成２６年度（平

成２６年４月から同年６月末日まで）の公の施設の管理に係る出納その

他の事務の執行を対象とした。 

指定管理者名 施設名 指定期間 所管課 

タカミヤ・マリバ

ー 里山を考える

会共同事業体 

北九州市環境

ミュージアム 

平成 21 年 4 月 1 日～ 

平成 26 年 3 月 31 日、 

平成 26 年 4 月 1 日～ 

平成 31 年 3 月 31 日 

環境学習課 

ひびき灘開発株式

会社 

北九州市エコ

タウンセンタ

ー 

平成 21 年 4 月 1 日～ 

平成 26 年 3 月 31 日、 

平成 26 年 4 月 1 日～ 

平成 31 年 3 月 31 日 

環境未来都

市推進室 

北九州市響灘

ビオトープ 

平成 26 年 4 月 1 日～ 

平成 31 年 3 月 31 日 

環境未来都

市推進室 

２ 監査の方法  

（１）財政援助団体 

監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか等

を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに、関係職員

から説明を聴取した。 

（２）公の施設の指定管理者 

監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか等

を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに、関係職員

から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２６年７月２３日から平成２６年１１月４日まで 
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４ 監査の結果 

（１）財政援助団体 

監査に当たっては、補助金等がその目的に沿って適正に執行されている

か等に着目して実施した。 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていたが、 

 一部に次のような事項が認められた。これらについては、適切な措置を講 

 じられたい。 

ア 北九州エコライフステージ実行委員会  

（ア）委託契約事務について 

  イベント実施に係る会場設営等の委託について、同様の内容の業務を分 

割発注し、経理規程に定める予定価格を超えないものとして、入札を行

わずに随意契約を結んでいた。 

 こうした同様の内容の業務の発注にあたっては、一体のものとして分

割せずに委託契約を行い、より一層の経済性等の向上を図るべきもので

ある 

。 

 適正な事務処理をされたい。 

 また、当団体の経理規程では、委託契約にあたっては入札に付すこと

を原則とし、予定価格が４００万円を超えない場合は随意契約によると

しているが、これは本市のいわゆる少額随意契約の基準（１００万円以

下）と比べて相当高額となっている。 

 年間収入額の大半が本市からの負担金である実情を踏まえ、随意契約

によることができる予定価格の上限金額の見直しを検討されたい。 

（２）公の施設の指定管理者 

監査に当たっては、条例及び協定に沿って適正な管理が行われているか

等に着目して実施した。 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。 
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北九州市監査公表第８号

平成２７年２月２０日 

 北九州市監査委員  小 村 洋 一  

同         廣 瀬 隆 明  

                 同         日 野 雄 二  

同         世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等監査を行った

ので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、北九州市（以下「市」という。）が資本金、基本金等の４分

の１以上を出資している団体のうち、次の２団体を抽出し、平成２５年度及

び平成２６年度（平成２６年４月から同年６月末日まで）の事業における出

納その他の事務の執行を対象とした。 

（１）公益財団法人 北九州市環境整備協会 

（２）公益財団法人 北九州国際技術協力協会 

２ 監査の方法  

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに

、関係職員から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２６年７月２３日から平成２６年１１月４日まで 
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（１）公益財団法人北九州市環境整備協会 

ア 事業の概要 

（ア）目的 

公益財団法人北九州市環境整備協会（以下「整備協会」という。）

は、廃棄物の適正処理並びに環境衛生に関する調査、研究、検査及び

相談等を通じて生活環境の健全化を推進し、地域住民の福祉の増進に

寄与することを目的として、昭和５７年３月１８日に設立され、平成

２４年４月１日に公益財団法人に移行した法人である。 

（イ）現況 

整備協会は、前記の事業目的を達成するため、一般廃棄物の適正処

理及び減量並びに環境美化に関する事業、環境衛生に関する調査・研

究・検査及び相談等に関する事業等を実施している。業務実績、貸借

対照表及び正味財産増減計算書は、表１、表２及び表３のとおりであ

る。 

（ウ）組織 

   整備協会の組織は、次のとおりである。 

（平成２６年６月３０日現在） 

（エ）市との関係 

市は、整備協会の設立に当たり、基本財産１，０００万円のうち 

３００万円（３０％）を出捐するとともに、市内の家庭から排出され

る家庭ごみ及び資源化物の収集運搬業務、環境検査分析業務等を委託

し、平成２５年度は７億３，６２３万円、平成２６年度は６月までに

１億７，９５１万円の委託料を支出している。 

総務部長 1 人 

理 事 長 1 人 

副理事長 1 人 

理    事  5 人 

事務局長 1 人 

監    事 2 人 

庶務課  4 人 

業務部長 1 人 

検査課  18 人 

東部事業所 55 人 

西部事業所 67 人 

（事務局長事務取扱） 

評 議 員 5 人 
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イ 監査の結果 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていたが

、一部に次のような事項が認められた。これらについては、適切な措置

を講じられたい。 

  （ア）予算執行について 

平成２５年度の整備協会の決算において、支出決算額が理事会の承

認を受けずに予算額を超えて執行されていた。また、予算の流用につ

いても、理事長の承認を受けずに執行されていた。 

整備協会の定款及び経理規程では、予算及び補正予算の編成は理事

会の承認が必要としている。また、中科目間での予算の流用は認めら

れているが、それには理事長の承認が必要としている。 

適正な手続に基づく予算の執行をされたい。 

整備協会の平成２５年度の収支状況を見ると、当期一般正味財産増減

額は、１，１６４万円のマイナスとなったが、マイナスの額は前年度と

比べると１，１３０万円減少した。 

収益は、前年度と比べ、５２９万円の増加となった。これは、市から

受託している家庭ごみ等の収集運搬業務に伴う廃棄物適正処理事業収益

はほぼ増減がない一方、環境検査分析事業収益が６６６万円増加したこ

とによるものである。 

また、費用は、前年度と比べ、経常費用はほぼ同額となり、経常外費

用は６７６万円の減少となった。経常費用のうち、廃棄物適正処理事業

費は１，１５２万円減少し、環境検査分析事業費は１，２６９万円増加

した。 

今後とも、廃棄物適正処理事業においては、市からの受託業務を適正

に行うことを、環境検査分析事業においては、検査や管理の業務を適正

に行い、環境学習・啓発・国際協力にも寄与しつつ、収支改善にも努め

ることを、それぞれ期待する。 
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表１ 業務実績  

                           （金額は税抜き） 

事 業 名 
平成２４年度 平成２５年度 

件数等 収入(円) 件数等 収入(円) 

検

査

事

業

収

入

浄化槽放流水の水質検査 1,218 検体 9,371,700 1,217 検体 9,257,900 

浄化槽法定検査 1,554 基 9,797,000 1,592 基  10,030,000 

簡易専用水道施設検査 986 基 14,978,146 768 基 12,879,444 

飲料水検査 949 検体  9,394,200 884 検体  9,179,600 

工場廃棄物等検査 518 検体  9,358,640 546 検体  7,946,923 

放射能・空間放射量測定  89 検体    885,915 246 検体    2,250,765 

小   計  53,785,601   51,544,632 

放射能測定 6 件  5,229,000  

浄化槽指導調査 1 件  870,000 1 件  850,000 

廃棄物処分場排水処理

施設運転管理 
4 件  25,251,304 2 件  27,354,635 

廃棄物溶出試験  1 件  1,650,000 

焼却工場に係る分析 1 件  8,500,000 1 件  8,900,000 

ごみ質等に係る分析 1 件  1,400,000 1 件  750,000 

公共用水域等水質調査 2 件  38,715,000 2 件  35,225,000 

下水道工事に伴う水質

検査 
1 件  701,000 1 件  432,000 

工場・事業所排水試験 1 件  13,499,999 1 件  12,800,000 

石油備蓄基地の飲料水

等検査 
1 件  2,538,914 2 件  1,908,400 

病院排水水質検査 4 件  1,800,000 4 件  1,800,000 

ｐＨ検査 2 件  475,000 1 件  390,500 

国際研修 13 件  7,486,537 15 件  26,478,241 

その他分析 13 件  7,254,000 11 件  4,086,724 

小  計  113,720,754  122,625,500 

家庭ごみ収集運搬 1 件  667,267,200 1 件  667,176,480 

紙パック・トレイ選別 1 件 6,006,000 1 件  6,006,000 

市民いっせいまち美化 1 件  435,000 1 件  435,000 

小  計  673,708,200  673,617,480 

合  計  841,214,555  847,787,612 
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表２ 貸借対照表 

（平成２６年３月３１日現在、単位：円） 

科      目  
平成２５年度 

決  算 額 (a) 

平成２４年度 

決 算 額 (b) 

差   引 

(a)-(b) 

Ⅰ  資 産 の 部 

 １ 流 動  資  産 

    現 金 預 金 

    貯 蔵 品 

    前 払 費 用 

    仮 払 金 

    未 収 金 

181,037,206 

1,290,048 

2,414,111 

1,182,301 

130,512,528 

192,652,867 

1,751,224 

1,660,652 

1,108,010 

113,310,771 

△  11,615,661 

△  461,176 

753,459 

74,291 

17,201,757 

   流 動 資 産 合 計 316,436,194 310,483,524 5,952,670 

 ２  固 定  資  産    

 (1) 基  本  財  産 

    定 期 預 金 10,000,000 10,000,000 0 

   基  本  財  産  合 計 10,000,000 10,000,000 0 

 (2) 特  定  資  産 

    退 職 給 付 引 当 資 産 

    減 価 償 却 引 当 資 産 

    車 両 購 入 積 立 資 産 

    事務所改築修繕積立資産 

67,378,778 

157,935,487 

42,500,680 

6,131,782 

62,916,574 

131,700,740 

59,573,680 

6,131,782 

4,462,204 

26,234,747 

△  17,073,000 

0 

特  定  資 産 合 計 273,946,727 260,322,776 13,623,951 

(3) その他固定資産 

   建 物 

   建 物 付 属 設 備 

   構 築 物 

   車 両 運 搬 具 

      機 械 装 置 

   備 品 

   検 査 用 機 器 

   一 括 償 却 資 産 

   電 話 加 入 権 

   ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 費 

   車両リサイクル預託金 

   保 証 金 

93,328,532 

58,032,493 

53,571,290 

73,950,339 

8,685,063 

3,185,418 

2,051,466 

305,368 

1,326,550 

579,584 

380,420 

132,300 

97,768,812 

64,384,450 

56,368,636 

67,835,284 

9,277,880 

3,355,332 

1,750,321 

846,234 

1,326,550 

1,004,584 

352,410 

132,300 

△  4,440,280 

△  6,351,957 

△  2,797,346 

6,115,055 

△  592,817 

△  169,914 

301,145 

△  540,866 

0 

△  425,000 

28,010 

0 

 そ の 他 固 定 資 産 合 計 295,528,823 304,402,793 △  8,873,970 

   固 定 資 産 合 計 579,475,550 574,725,569 4,749,981 

資 産 合 計 895,911,744 885,209,093 10,702,651 

Ⅱ  負 債 の 部 

 １ 流 動  負  債 

    未 払 金 

    前 受 金 

    仮 受 金 

    預 り 金 

    未 払 消 費 税 

67,125,340 

305,500 

0 

4,547,441 

12,942,000 

60,185,415 

406,000 

100,000 

4,475,923 

1,875,900 

6,939,925 

△  100,500 

△  100,000 

71,518 

11,066,100 

   流  動  負  債  合 計 84,920,281 67,043,238 17,877,043 

 ２  固 定  負  債 

    退 職 給 付 引 当 金 67,378,778 62,916,574 4,462,204 

 固 定 負 債 合 計 67,378,778 62,916,574 4,462,204 

   負 債 合 計 152,299,059 129,959,812 22,339,247 

Ⅲ  正 味  財  産  の 部 

 １ 指定正味財産 0 0 0 

 ２  一般正味財産 743,612,685 755,249,281 △  11,636,596 

(うち基本財産への充当額) ( 10,000,000) ( 10,000,000) (           0) 

(うち特定資産への充当額 ) (206,567,949) (197,406,202) (   9,161,747) 

   正 味 財 産 合 計 743,612,685 755,249,281 △  11,636,596 

   負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 895,911,744 885,209,093 10,702,651 
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表３ 正味財産増減計算書 

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日、単位：円） 

科   目
平成２５年度 

決  算 額 (a)

平成２４年度 

決 算 額 (b)

差   引 

(a)-(b)

Ⅰ  一般正味財産増減の部

1 経常増減の部    

 (1) 経常収益    

①  基本財産運用益 [         2,500] [         3,000] [       △  500] 

基 本 財 産 受 取 利 息 2,500 3,000 △  500 

②  事業収益 [   847,787,612] [   841,214,555] [    6,573,057] 

廃棄物適正処理事業収益 673,617,480 673,708,200  △  90,720 

     環 境 検 査 分 析 事 業 収 益 174,170,132 167,506,355 6,663,777 

③  雑収益 [       906,134] [     2,184,053]   [ △  1,277,919] 

   受 取 利 息 41,671 38,740 2,931 

   雑 収 益 864,463 2,145,313 △  1,280,850 

    経 常 収 益 計 848,696,246 843,401,608 5,294,638 

 (2) 経常費用    

①  事業費 [   803,735,695] [   802,571,769] [    1,163,926] 

廃棄物適正処理事業費 (  624,769,377) (  636,290,913) (△  11,521,536) 

    給 料 399,165,210 397,318,463 1,846,747 

     臨 時 雇 賃 金 9,494,015 16,337,899 △  6,843,884 

     退 職 給 付 費 用 931,965 859,353 72,612 

     退 職 共 済 掛 金 288,000 288,000 0 

     福 利 厚 生 費 75,669,837 77,397,815 △  1,727,978 

     旅 費 交 通 費 1,359,883 1,276,804 83,079 

     減 価 償 却 費 19,392,543 16,962,310 2,430,233 

     通 信 運 搬 費 650,395 682,053 △  31,658 

     消 耗 什 器 備 品 費 321,148 2,371,311 △  2,050,163 

     消 耗 品 費 2,980,053 3,173,682 △  193,629 

     修 繕 費 44,487,876 47,899,815 △  3,411,939 

     印 刷 製 本 費 3,000 83,000 △  80,000 

     燃 料 費 40,663,301 38,034,152 2,629,149 

     光 熱 水 費 7,732,879 7,383,095 349,784 

     使 用 料 及 び 賃 借 料 819,437 850,089 △  30,652 

     保 険 料 8,129,550 13,708,710 △  5,579,160 

     租 税 公 課 4,449,055 3,247,217 1,201,838 

     負 担 金 40,800 46,514 △  5,714 

     委 託 費 7,475,178 7,153,340 321,838 

     手 数 料 540,504 877,954 △  337,450 

     雑 費 174,748 339,337 △  164,589 
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科   目

平成２５年度 

決  算 額 (a)

平成２４年度 

決 算 額 (b)

差   引 

(a)-(b)

環境検査分析事業費 (  178,966,318) (  166,280,856) (   12,685,462) 

     給 料 79,703,774 82,407,136 △  2,703,362 

     臨 時 雇 賃 金 66,789 0 66,789 

     退 職 給 付 費 用 3,228,288 2,837,005 391,283 

     退 職 共 済 掛 金 1,584,000 1,584,000 0 

     福 利 厚 生 費 12,850,775 13,190,488 △  339,713 

     旅 費 交 通 費 16,036,042 3,688,504 12,347,538 

     減 価 償 却 費 7,001,728 7,177,676 △  175,948 

     通 信 運 搬 費 1,218,408 1,364,290 △  145,882 

     消 耗 什 器 備 品 費 533,790 375,967 157,823 

     消 耗 品 費 10,955,542 13,256,813 △  2,301,271 

     修 繕 費 1,821,210 1,344,990 476,220 

     印 刷 製 本 費 494,199 484,400 9,799 

     燃 料 費 882,946 903,864 △  20,918 

     光 熱 水 費 2,850,482 2,523,513 326,969 

     使 用 料 及 び 賃 借 料 25,374,246 23,483,951 1,890,295 

     保 険 料 891,355 737,053 154,302 

     諸 謝 金 654,858 10,000 644,858 

     租 税 公 課 200,483 147,800 52,683 

     負 担 金 511,322 573,418 △  62,096 

     委 託 費 11,933,303 10,002,565 1,930,738 

     手 数 料 74,127 116,697 △  42,570 

     雑 費 98,651 70,726 27,925 

②  管理費 (   56,545,375) (   56,948,797) (   △  403,422) 

     役 員 報 酬 6,371,340 6,971,632 △  600,292 

     給 料 29,145,862 25,447,871 3,697,991 

     臨 時 雇 賃 金 0 1,869,778 △  1,869,778 

     退 職 共 済 掛 金 144,000 

301,951 

9,354,589 

144,000 

375,901 

8,003,145 

0 

△  73,950 

1,351,444 

     退 職 給 付 費 用 

     福 利 厚 生 費 

     旅 費 交 通 費 207,057 96,107 110,950 

     減 価 償 却 費 553,125 553,127 △  2 

     通 信 運 搬 費 433,901 404,919 28,982 

     消 耗 什 器 備 品 費 63,000 44,700 18,300 

     消 耗 品 費 670,177 690,186 △  20,009 

     修 繕 費 36,740 218,708 △  181,968 

     印 刷 製 本 費 133,100 587,050 △  453,950 

     燃 料 費 82,592 120,991 △  38,399 

     光 熱 水 費 1,436,399 1,271,641 164,758 
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科   目
平成２５年度 

決  算 額 (a)

平成２４年度 

決 算 額 (b)

差   引 

(a)-(b)

     使 用 料 及 び 賃 借 料 2,348,596 2,412,240 △  63,644 

     保 険 料 215,967 390,747 △  174,780 

     諸 謝 金 0 500,000 △  500,000 

     租 税 公 課 1,060,450 2,625,700 △  1,565,250 

     負 担 金 332,466 271,514 60,952 

     委 託 費 2,978,433 2,522,304 456,129 

     手 数 料 419,512 506,378 △  86,866 

     雑 費 256,118 920,158 △  664,040 

   経 常 費 用 計 860,281,070 859,520,566 760,504 

評価損等調整前当期経常増減額 △ 11,584,824 △  16,118,958 4,534,134 

  基 本 財 産 評 価 損 益 0 0 0 

  特 定 資 産 評 価 損 益 0 0 0 

  投 資 有 価 証 券 等 評 価 損 益 0 0 0 

  評 価 損 益 等 計 0 0 0 

  当 期 経 常 増 減 額 △ 11,584,824 △  16,118,958 4,534,134 

2 経常外増減の部    

 (1) 経常外収益    

①  経常外収益 0 0 0 

   経 常 外 収 益 計 0 0 0 

 (2) 経常外費用    

①  固定資産除却損 

② 固定資産譲渡損 

13,084 

0 

5,551,964 

1,020,420 

△  5,538,880 

△  1,020,420 

③  雑損失 38,688 239,990 △  201,302 

   経 常 外 費 用 計 51,772 6,812,374 △  6,760,602 

当 期 経 常 外 増 減 額 △ 51,772 △  6,812,374 6,760,602 

税引前当期一般正味財産増減額 △ 11,636,596 △  22,931,332 11,294,736 

  法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 0 0 0 

  当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 △  11,636,596 △  22,931,332 11,294,736 

  一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 755,249,281 778,180,613 △  22,931,332 

  一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 743,612,685 755,249,281 △  11,636,596 

Ⅱ  指定正味財産増減の部 

  当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 0 0 0 

  指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 0 0 0 

  指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 0 0 0 

Ⅲ  正味財産期末残高 743,612,685 755,249,281 △  11,636,596 

資料 整備協会 
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（２）公益財団法人北九州国際技術協力協会 

  ア 事業の概要 

 （ア）目的 

公益財団法人北九州国際技術協力協会（以下「協力協会」という。

）は、北九州市及び周辺地域に蓄積された産業技術をもとに、必要な

調査研究を進めるとともに、開発途上国等に対する国際協力や技術協

力などを通じて地球規模での環境保全を推進し、ひいては人類社会の

持続可能な発展に寄与することを目的として、昭和５５年７月１４日

に設立され、平成２４年４月１日に公益財団法人に移行した法人であ

る。 

  （イ）現況 

協力協会は、前記の事業目的を達成するため、関係機関と連携しな

がら、開発途上国等の研修員を対象とした教育カリキュラムの開発や

研修プログラムの設定、実施をはじめ、専門家の派遣や海外技術移転

の支援などを行っているほか、国際親善を深めるための交流事業等を

企画、実施している。 

業務実績、貸借対照表及び正味財産増減計算書は、表１、表２及び

表３のとおりである。 

（ウ）組織 

協力協会の組織及び職員数は、次のとおりである。 

（平成２６年６月３０日現在） 

（注）各所属の人数は兼務者を含む。 

監 事   ３人

理事長   １人 

副理事長  ２人 

専務理事  １人 

常務理事   ２人 

理   事  ４人 

事  務  局   １０人 

（専務理事を含む） 

研  修  部   ３人 

（副理事長 1 名、常務理事１名

を含む） 

技術協力部   ２人 

（副理事長 1 名、常務理事 1 名

を含む） 

評議員  １４人 
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  （エ）市との関係 

市は、基本財産５億１，３７６万円のうち、２億１，０００万円

（４０．９％）を出捐するほか、調査研究活動事業等に対する運営補

助金として、平成２５年度は３，２６０万円を支出し、平成２６年度

も３，２６０万円の交付を決定している。 

  イ 監査の結果 

    監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。 

    協力協会の平成２５年度の収支状況を見ると、当期一般正味財産増減

額は６８１万円であり、前年度と比べると１，６５５万円減少した。 

    収益は、前年度と比べ、７，６１１万円の減少となった。これは、Ｊ

ＩＣＡからの受託研修の減少により研修事業収益が減少したほか、環境

協力センターの廃止等により環境事業等収益が減少したことなどによる

ものである。 

    費用は、前年度と比べ、経常費用と経常外費用をあわせて５，９５６

万円の減少となった。これは、ＪＩＣＡからの受託研修の減少等により 

、嘱託等人件費や諸謝金が減少したことなどによるものである。 

今後とも、関係機関等との緊密な連携のもと研修事業や技術協力事業

の充実強化を図り、国際技術協力をより一層推進することを期待する。 
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表１ 業務実績 

（ ）は国数（単位：日、人、円） 

事 業 名 平成２４年度 平成２５年度 

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
研
修

産業環境対策 

日    数 70 71

参加人員 10（8） 10（8）

事 業 費 7,636,778 8,476,631

市民参加型廃棄物管理研修 

日    数 53 - 

参加人員 9（7） - 

事 業 費 4,092,954 - 

大気汚染源管理 

日    数 45 45

参加人員 10（6） 6（4）

事 業 費 4,249,659 4,380,253

廃棄物管理技術(A) 

日    数 59 59

参加人員 8（7） 10（8）

事 業 費 4,759,380 4,654,930

廃棄物管理技術(B) 

日    数 59 59

参加人員 7（7） 13（10）

事 業 費 4,663,591 5,003,912

廃棄物管理技術(ベトナム国

別)(C) 

日    数 41 41

参加人員 6(1) 5（1）

事 業 費 4,484,886 4,863,351

低炭素化のための環境技術 

日    数 29 32

参加人員 10(8) 11（6）

事 業 費 2,401,957 2,741,081

コンポスト事業運営 

日    数 17 15

参加人員 10(6) 9 (7)

事 業 費 2,119,104 1,571,426

環境教育 

日    数 31 33

参加人員 12(10) 16(14)

事 業 費 2,688,749 2,605,175

産業廃水処理技術(A) 

日    数 114 79

参加人員 7（4） 8（7）

事 業 費 11,271,154 7,454,899

産業廃水処理技術（ベトナ

ム国別） (B) 

日    数 34 41

参加人員 6 (1) 6（1）

事 業 費 4,783,973 6,569,438

生活排水対策 

日    数 100 － 

参加人員 7（5） － 

事 業 費 7,285,831 － 

下水道維持管理システムと

排水処理技術（B） 

日    数 52 52

参加人員 9（8） 8（5）

事 業 費 3,909,636 4.110.339

水環境行政（A） 

日    数 16 18

参加人員 6（4） 10(9)

事 業 費 2,012,741 2,575,607

水環境行政（B）ベトナム 

日    数 11 － 

参加人員 6 (1) － 

事 業 費 1,104,169 － 
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事 業 名 平成２４年度 平成２５年度 

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
研
修

（ベトナム）下水道経営 

日    数 12 － 

参加人員 10（1） － 

事 業 費 1,074,889 － 

(南米地域)生産性向上実践

技術 

日    数 113 － 

参加人員 7（4） － 

事 業 費 8,865,081 － 

生産性向上のための保全管

理 

日    数 65 41

参加人員 7 (6) 8 (7)

事 業 費 6,157,113 3,902,663

メカトロニクス・ロボット

実践技術 

日    数 80 62

参加人員 8（6） 8（8）

事 業 費 14,696,818 12,010,860

(中南米地域)プロセス工業

における CP 

日    数 91 82

参加人員 7（6） 8（6）

事 業 費 8,748,200 8.514,812

(中南米地域)生産性向上活

動普及(ボランティア連携) 

日    数 40 40

参加人員 8（5） 7（5）

事 業 費 3,511,616 3,504,710

（有償）非破壊検査を中心

としたライフライン施設の

保全管理技術 

日    数 42 － 

参加人員 7（6） － 

事 業 費 15,312,445 － 

（有償）ベトナム生産性向

上のための実践的経営管理

（A) 

日    数 12 12

参加人員 8 (1) 6（1）

事 業 費 1,390,374 1,538,827

（有償）ベトナム生産性向

上のための実践的経営管理

（B) 

日    数 12 12

参加人員 6 (1) 6（1）

事 業 費 1,333,006 1,550,681

南東欧地域クリーナープロ

ダクション振興 

日    数 38 39

参加人員 8 （5） 9（5）

事 業 費 3,557,175 3,759,715

インド 省エネルギー技術

(1) 

日    数 37 37

参加人員 15（1） 16（1）

事 業 費 7,614,310 6,732,126

インド 省エネルギー技術

(2) 

日    数 37 37

参加人員 15（1） 16（1）

事 業 費 7,578,737 7,323,243

インド中小企業の省エネル

ギー技術 

日    数 18 17

参加人員 6 (1) 10（1）

事 業 費 4,194,499 3,686,293

省エネルギー技術と設備診

断 

日    数 100 87

参加人員 9 (8) 7（6）

事 業 費 14,326,983 13,394,912

省エネルギー政策立案(B) 

日    数 31 31

参加人員 11(9) 9（9）

事 業 費 4,482,927 4,489,600
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事 業 名 平成２４年度 平成２５年度 

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
研
修

太陽光エネルギー発電技術

(B) 

日    数 32 33

参加人員 11(8) 10（9）

事 業 費 10,445,944 9,789,926

低炭素化社会実現のための

発電技術－A 

日    数 29 31

参加人員 8 (5) 14(6)

事 業 費 3,868,142 3,097,134

低炭素化社会実現のための

発電技術－B 

日    数 29 31

参加人員 7 (1) 13(6)

事 業 費 3,633,535 2,629,323

低炭素化社会実現のための

発電技術－C 

日    数 29 31

参加人員 6 (4) 6 (4)

事 業 費 3,313,223 2,587,061

民政部門省エネ推進(A) 

日    数 46 46

参加人員 11(8) 10(8)

事 業 費 5,939,312 6,375,854

民政部門省エネ推進(B) 

日    数 46 46

参加人員 10(9) 8 (4)

事 業 費 6,269,084 5,954,107

(中南米地域)産業と連携し

た職業訓練 

日    数 24 － 

参加人員 17(10) － 

事 業 費 1,818,392 － 

勤労者のための産業保健と

予防医療 

日    数 82 － 

参加人員 8（6） － 

事 業 費 7,070,742 － 

食品衛生のための行政強化 

日    数 42 44

参加人員 9（6） 4（3）

事 業 費 3,428,158 3,563,935

中南米地域 中小企業・地場

産業活性化 

日    数 25 25

参加人員 17（11） 10（10）

事 業 費 2,064,215 2,114,569

アフリカ地域 実践的電気･

電子技術者養成 

日    数 60 59

参加人員 4（4） 9（7）

事 業 費 7,874,330 6,891,136

日系研修地域活性化研修 

日    数 20 18

参加人員 6（2） 6（1）

事 業 費 1,106,427 1,097,133

アフリカ地域企家育成・中

小零細企業活性化－A 

日    数 25 28

参加人員 15（10） 10(6)

事 業 費 2,720,164 2,125,053

アフリカ地域企家育成・中

小零細企業活性化－B 

日    数 25 25

参加人員 8 （5） 9(6)

事 業 費 1,938,006 2,101,486

コンポスト事業運営(B) 

日    数 － 19

参加人員 － 9 (6)

事 業 費 － 1,891,665
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事 業 名 平成２４年度 平成２５年度 

Ｊ

Ｉ

Ｃ

Ａ

研

修 

コソボ下水対策能力向上 

日    数 － 16

参加人員 － 8 (1)

事 業 費 － 1,554,651

省エネルギー技術と設備診

断(B) 

日    数 － 42

参加人員 － 8（1）

事 業 費 － 6,647,963

職業訓練の運営・管理と質

的強化 

日    数 － 24

参加人員 － 11(6)

事 業 費 － 2,418,200

その他(フォローアップ事業

など) 
事 業 費 4,743,877 6,384,576

事 業 名 平成２４年度 平成２５年度 

技
術
協
力
事
業

ﾛｼｱ地域貿易投資促進ﾋﾞｼﾞﾈ

ｽﾏｯﾁﾝｸﾞ 
事 業 費 559,068 - 

韓国中小企業環境経営 

セミナー 
事 業 費 3,495,759 2,855,977

自治体職員協力交流事業 事 業 費 7,622,648 8,843,603

ベトナム・ハイフォン市技

術交流調査(市) 
事 業 費 922,065 889,256

ハイフォン市技術交流事業

(JETRO) 
事 業 費 1,223,500 1,104,140

ハイフォン市製造業の管理

能力向上プログラム 
事 業 費 7,214,336 9,837,905

タイ王国鉄鋼業市内企業の

技術導入可能性調査 
事 業 費 - 945,000

市内企業ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化に向け

た海外事業展開現状調査 
事 業 費 - 898,233

ﾍﾞﾄﾅﾑ南部地域での経済交

流可能性調査 
事 業 費 - 966,000

ｱｼﾞｱまちづくりものづくり

サポート推進事業に関する

調査 

事 業 費 - 5,061,000

サウジアラビア及びアブダ

ビ鉄鋼金属加工分野におけ

る日本企業参入可能性調査 

事 業 費 - 1,114,785

ﾛｼｱ・中央 ｱｼﾞｱの投資環境

調査 
事 業 費 1,214,486 - 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ経済連携協定にか

かるｶｲｾﾞﾝﾐｯｼｮﾝ受入事業 
事 業 費 493,840 - 

国際石油交流ｾﾝﾀｰ・ ｸｳｪｰﾄ

環境ｾﾐﾅｰ 
事 業 費 245,600 - 

サウジアラビア鉄鋼関連ビ

ジネス交流調査 
事 業 費 5,244,300 - 
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事 業 名 平成２４年度 平成２５年度 

技
術
協
力(

環
境
協
力)

事
業

新バイオディーゼル合成法

の開発 
事 業 費 460,200 611,000

マレーシア廃棄物管理効率

化推進事業 
事 業 費 4,532,636 - 

インドネシアスラバヤ市水

質管理能力向上事業 
事 業 費 6,194,078 6,591,175

CLAIR 研修（環境局） 事 業 費 2,458,715 - 

ケニア国ナイロビ市廃棄物

管理能力向上プロジェクト 
事 業 費 13,820,100 8,633,100

太 陽 光 発 電 ・ 小型 脱 塩浄 水 装

置 を 用 い た 飲 用水 供 給事 業 化

検討に基づく役務提供 
事 業 費 1,018,815 - 

ベ ト ナ ム ・ 節 水型 シ ャワ ー 普

及 に 関 す る 行 政提 言 、施 設 見

学の実施及び会議の運営 
事 業 費 800,000 - 

中国研修業務 事 業 費 560,700 - 

フィリピン・メトロセブ地域にお

ける廃棄物管理手法の確立 
事 業 費 2,963,000 - 

関係者ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 事 業 費 420,000

※環境協力センターは平成２５年度から廃止 

事 業 名 平成２４年度 平成２５年度 

そ
の
他
研
修

アジア低炭素化センター

支援業務 
事 業 費 11,971,890 - 

環境情報データベース構

築 
事 業 費 2,999,850 - 

インフラ・システム輸出

促進調査等委託事業 
事 業 費 4,827,853 - 

地域間交流支援(RIT)事業

案件選考諮問会議 
事 業 費 36,340 - 

事 業 名 平成２４年度 平成２５年度 

広
報
・
親
善
交
流
事
業

ＫＩＴＡニュース発行 
日本語 年 1 回発行 年 2 回発行

英 語 版 年 2 回発行 年 2 回発行

ホ ー ム ヴ ィ ジ ッ ト 参加人員 72 77

バ ス ハ イ ク 参加人員 45 15

歓 迎 パ ー テ ィ ー 参加人員 45 34

グリーティングメール送信 送信人数 1,510 2,528

北九州町歩き 参加人員 38 34
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表２ 貸借対照表 

（平成 26 年 3 月 31 日現在、単位：円） 

科      目 平成 25 年度決算額 平成 24 年度決算額 増 減 

Ⅰ 資産の部         

 1. 流動資産       

現金・預金 53,782,670 34,261,617 19,521,053

未収金 61,725,828 79,926,755 △ 18,200,927

前払金 621,795 99,683 522,112

立替金 63,183 22,013 41,170

  仮払金 0 117,350 △ 117,350

  流動資産合計 116,193,476 114,427,418 1,766,058

 2. 固定資産       

(1) 基本財産       

預金 22,060,619 22,060,619 0

  投資有価証券 491,699,381 491,699,381 0

基本財産合計 513,760,000 513,760,000 0

(2) 特定資産       

退職給付引当資産 4,689,001 3,566,773 1,122,228
システムインフラ整備

資産 
3,240,000 21,000,000 △ 17,760,000

35 周年記念事業準備資

産 
2,000,000 0 2,000,000

特定資産合計 9,929,001 24,566,773 △ 14,637,772

(3) その他固定資産       

建物付属設備 695,480 2 695,478

什器備品 3,892,868 2,393,755 1,499,113

ソフトウェア 23,711,310 3,780,000 19,931,310

  電話加入権 371,808 371,808 0

その他固定資産合計 28,671,466 6,545,565 22,125,901

固定資産合計 552,360,467 544,872,338 7,488,129

    資産合計 668,553,943 659,299,756 9,254,187

Ⅱ 負債の部         

 1. 流動負債       

未払金 25,493,599 30,511,292 △ 5,017,693

前受金 11,730,000 3,500,000 8,230,000

預り金 3,950,666 3,956,963 △ 6,297

賞与引当金 2,333,000 2,264,000 69,000

未払法人税等 0 21,000 △ 21,000

  未払消費税等 0 1,932,100 △ 1,932,100

   流動負債合計 43,507,265 42,185,355 1,321,910

 2. 固定負債       

  退職給付引当金 4,689,001 3,566,773 1,122,228

  固定負債合計 4,689,001 3,566,773 1,122,228

    負債合計 48,196,266 45,752,128 2,444,138

Ⅲ 正味財産の部       

 1. 指定正味財産       

指定正味財産合計 0 0 0

 2. 一般正味財産   620,357,677 613,547,628 6,810,049
（うち基本財産への充当額） ( 513,760,000) ( 513,760,000) (       -   )
（うち特定資産への充当額） ( 5,240,000) ( 21,000,000) ( △ 15,760,000) 

     正味財産合計 620,357,677 613,547,628 6,810,049

    負債及び正味財産合計 668,553,943 659,299,756 9,254,187
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表３ 正味財産増減計算書 

（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで、単位：円） 

科目 平成 25 年度決算額 平成 24 年度決算額 増 減 

Ⅰ 一般正味財産増減の部       

1 経常増減の部 

(1)経常収益 

基本財産運用益       

基本財産受取利息 6,170,871 6,171,139 △ 268

事業収益       

研修事業収益 192,639,256 236,542,002 △ 43,902,746

技術協力事業収益 48,771,174 28,235,542 20,535,632

環境事業等収益 0 49,681,177 △ 49,681,177

  事業収益 計 241,410,430 314,458,721 △ 73,048,291

受取補助金等       

北九州市補助金 32,600,000 32,600,000 0

環境再生保全機構等助

成金 
0 2,963,000 △ 2,963,000

その他助成金 200,000 300,000 △ 100,000

受取補助金等計 32,800,000 35,863,000 △ 3,063,000

雑収益 

受取利息 1,384 5,034 △ 3,650

雑収益 53,945

55,329

45,730

50,764

8,215

4,565雑収益 計 

経常収益計 280,436,630 356,543,624 △ 76,106,994

(2)経常費用       

事業費 

役員報酬 12,384,000 12,264,000 120,000

職員人件費 13,946,765 11,641,669 2,305,096

賞与引当金繰入 1,708,400 1,611,000 97,400

退職給付引当金繰入 655,198 627,520 27,678

嘱託等人件費 43,894,980 59,190,995 △ 15,296,015

諸謝金 95,668,936 123,255,337 △ 27,586,401

広報費 1,550,248 3,755,562 △ 2,205,314

材料費 12,575,757 15,797,012 △ 3,221,255

旅費交通費 30,107,976 37,196,867 △ 7,088,891

通信費 1,194,201 1,126,526 67,675

賃借料 5,733,755 5,638,074 95,681

翻訳通訳料 11,074,515 16,327,639 △ 5,253,124

印刷製本費 3,625,151 7,505,488 △ 3,880,337

光熱費 842,105 1,000,992 △ 158,887

修繕料 1,935,150 1,579,305 355,845

減価償却費 5,585,413 1,203,123 4,382,290

租税公課 1,044,250 2,783,600 △ 1,739,350

研修費会費 2,727,729 2,727,729

事務用品費 1,336,257 283,163 1,053,094

雑費 1,584,553 7,133,676 △ 5,549,123

システムインフラ整備費 4,311,480 1,794,550

311,716,098

2,516,930

△ 58,229,279  事業費計 253,486,819

管理費       

役員報酬 1,296,000 1,296,000 0

職員人件費 8,195,307 7,577,009 618,298

賞与引当金繰入 624,600 653,000 △ 28,400
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退職給付引当金繰入 467,030 482,280 △ 15,250

嘱託等人件費 1,609,265 2,331,079 △ 721,814

諸謝金 1,035,468 1,229,319 △ 193,851

広報費 633,200 1,533,962 △ 900,762

旅費交通費 857,420 592,870 264,550

通信費 251,022 362,010 △ 110,988

賃借料 1,504,910 1,494,950 9,960

翻訳通訳料 60,628 172,240 △ 111,612

印刷製本費 20,370 52,793 △ 32,423

光熱費 552,237 557,220 △ 4,983

修繕料 515,550 177,450 338,100

減価償却費 208,396 518,415 △ 310,019

租税公課 8,960 86,500 △ 77,540

研修費会費 483,500 483,500

事務用品費 12,648 43,515 △ 30,867

雑費 1,603,541 2,181,740 △ 578,199
システムインフラ整備費 179,970

20,120,022

124,950

21,467,302

55,020

△ 1,347,280  管理費計 

経常費用計 273,606,841 333,183,400 △ 59,576,559

当期経常増減額 6,829,789 23,360,224 △ 16,530,435

2 経常外増減の部       

(1)経常外収益 

経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用 

什器備品除却損失 19,740 1 19,739

経常外費用計 19,740 1 19,739

当期経常外増減額 △ 19,740 △ 1 △ 19,739

当期一般正味財産増減額 6,810,049 23,360,223 △ 16,550,174

一般正味財産期首残高 613,547,628 590,187,405 23,360,223

一般正味財産期末残高 620,357,677 613,547,628 6,810,049

Ⅱ 指定正味財産増減の部       

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高   620,357,677 613,547,628 6,810,049

資料 協力協会 
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北九州市監査公表第９号

平成２７年２月２０日

北九州市監査委員  小 村 洋 一 

同         廣 瀬 隆 明 

               同         日 野 雄 二 

 同         世 良 俊 明 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。

１ 監査の種類

定期監査 

２ 措置を講じた局等

産業経済局

３ 監査の期間

平成２６年１月１６日から平成２６年５月２６日まで

４ 監査公表の時期                           

平成２６年８月２２日（平成２６年監査公表第２９号）
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

監 査 の 結 果 措 置 状 況

ア 収入事務 

（ア）延滞金の賦課及び徴収について 

（中央卸売市場）

施設使用料等の滞納について、延滞

金を徴収していなかった。 

このことについては、平成２１年度

包括外部監査において指摘があり、平

成２２年８月に公表された措置状況報

告書において、監督処分等の事務処理

を定めた要綱の策定を検討しており、

併せて平成２２年度に延滞金の取扱い

も明確にしていく予定である旨の報告

がされているにもかかわらず、平成２

５年度まで要綱等は策定されておら

ず、延滞金の取扱いも明確にされてい

ないままであった。 

市税外歳入の督促及び延滞金条例で

は、税外歳入の督促をした場合には納

付までの期間に応じた延滞金を徴収す

るものとされている。また、平成２５

年度包括外部監査においても、再度、

同様の指摘がされている。 

 適正な事務処理をされたい。

 平成２５年度包括外部監査の指摘を

受けて、「市税外歳入の督促及び延滞金

条例」に基づき、平成２６年４月１日

から延滞金を賦課することとし、場内

業者に周知した。

また、平成２６年７月１日施行した

「市中央卸売市場・公設地方卸売市場

使用料の滞納に係る事務処理要綱」の

規定中にも、重ねて、延滞金の賦課を

明記した。

これらの措置に基づき、今後は滞納

管理について、事務処理要綱に基づき

適正に事務処理を行うこととした。
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

イ 支出事務 

（ア）補助金の実績報告及び額の確定

について 

（国際ビジネス政策課）

海外見本市等出展助成金及び中小企

業海外展開支援助成金の事務処理にお

いて、①実績報告書の提出が遅延して

いたもの、②助成金の確定にあたって

領収書等による審査を行っていないも

のがあった。

海外見本市等出展助成金交付要綱及

び中小企業海外展開支援助成金交付要

綱では、助成金の支払は精算払いとし、

また、助成事業者は、助成事業が完了

した日から起算して２０日以内に実績

報告書を市長に提出しなければならな

いとしたうえで、市は、これらの実績

報告書を受理した時は、内容を審査の

上、交付すべき助成金の額を確定し、

確定通知書を助成事業者に交付すると

規定されている。

適正な事務処理をされたい。

指摘事項①については、平成２６年

度受付分から助成金交付決定通知書を

送付する際に実績報告書の提出期限を

記入した文書を同封し、相互において

提出期限に対する注意喚起を行ってい

る。また、提出期限が近づいても提出

にかかる連絡等の無い企業には電話連

絡等を行っている。

指摘事項②については、審査におけ

る資料として、領収書等の支払事跡の

添付の確認を徹底している。

 指摘された事項の再発を防止するた

め、実績報告書審査のチェック表を平

成２６年度中に作成するよう、準備を

進めている。

また、海外見本市等出展の助成では

展示物の輸送（往復）に相当の期間が

かかるため、事業の実施期間の捉え方

を、見本市開催期間のみではなく、輸

送前後の期間についても助成対象とす

ることとし、領収書等の支払事跡が確

実に添付できるよう取り扱いを変え

た。
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

ウ 契約事務 

（ア）委託契約事務について 

（門司港レトロ課、管理課）

広告物の制作及び同一敷地内の装飾

の委託で、あわせて発注することが可

能と考えられるものについて、制作物

ごと、又は箇所ごとに分割して発注し、

予定価格が１００万円以下のいわゆる

少額随契の規定を適用して随意契約を

結んでいるものがあった。

これら同一時期における一連の業務

の発注にあたっては、あわせて委託契

約を行い、より一層の経済性の向上を

図るべきものと考えられる。

市委託業務要綱では、委託の契約は、

競争入札の方法により締結することを

原則としており、また、業務委託契約

の手引きでは、少額随契に該当させる

ための分割発注は、厳に慎むこととさ

れている。

適正に処理されたい。

（門司港レトロ課）

 今回の指摘を受け、再発防止のため、

平成２６年８月５日に委託契約事務に

関する課内研修を実施し、適正な事務

処理を行うよう、職員へ周知、指導を

行った。

 今後も、継続的に課内研修や十分な

確認をしていくこととする。

（管理課）

今回の指摘は、特別競走の実施にお

ける場内装飾について関係団体と協議

する中で、当初の予定以外の追加の装

飾を求められたことによるものであ

る。

今回の指摘を受け、平成２６年度は

関係団体と事前に委託範囲を協議した

上で、契約を行った。

 また、再発防止のため平成２６年４

月３０日の事務改善会議において、職

員に対し、指摘内容の周知を行い適正

な事務処理の徹底を図っている。
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

（イ）小倉航路切符・定期券販売の管

理について 

  （渡船事業所） 

 渡船事業所小倉分室業務委託におい

て、毎月、委託業者から提出される「小

倉航路切符・定期券販売月報」(以下「月

報」という。)について、①記載誤りや

記入漏れがあるもの、②次月への繰越

枚数と、その翌月の前月からの繰越枚

数が合わないものなどがあり、渡船事

業所の小倉航路切符受払簿及び委託業

者からの小倉分室切符受領書から計算

した切符の枚数と、月報に記載されて

いる枚数が合っていないものがあっ

た。 

 市委託業務要綱では、委託業務を実

施する場合は、その履行又は進行を管

理しなければならないとされている。 

 適正な事務処理をされたい。 

 平成２６年４月１日から委託業者が

変更になった。新たな委託業者に対し

ては、枚数管理を徹底するように指導

した。

 渡船事業所では、委託業者への切符

の払い出しに当たっては、必要最低限

の枚数を払い出すことを徹底するとと

もに、「月報」及び「日報」の様式に切

符の通し番号を記載する項目を新たに

設けるなど様式を変更することによ

り、委託業者側において、枚数管理を

行いやすくする、また、同色で間違え

やすい「藍島～小倉往復乗船券」の大

人券、小人券を別色に変更するなど改

善策を講じることとした。

 今後はさらに、委託業務の現地での

確認回数を増やすなど、委託業者の履

行状況の管理についても、より厳重に

行うことする。
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

エ 財産管理事務 

（ア）プリペイドカードの管理につい

て 

  （競艇事務所） 

 若松競艇場の来場者を対象に会員制

のポイントクラブ（来場１回１ポイン

ト）を設け、その運営等を委託してい

るが、同会の特典のひとつであるプリ

ペイドカードの進呈について、実施手

順やプリペイドカードの管理、精算方

法など業務の内容等を仕様書に定めて

いなかった。 

 また、このプリペイドカードは市が

提供することとなっているが、競艇事

務所の受払簿に払出数量が記載されて

いないものがあった。 

 市委託業務要綱では、委託に当たっ

ては、委託業務の内容及び範囲を明ら

かにするとともに、その仕様を定めな

ければならないとされている。 

 また、市物品管理要領では、台帳等

関係帳簿を正確に整備し、常に関係帳

簿と照合、検査しておくこととされて

いる。 

 プリペイドカードは金券の一種であ

り、適正な事務処理をされたい。 

今回の指摘を受け、平成２６年度の

委託契約においてプリペイドカードの

管理等の業務内容について仕様書で定

めた。

また、プリペイドカードの管理につ

いては、平成２６年度から「受払簿」

の記載要領を制定するなど、適正管理

を徹底するとともに、業者への払出し

に当たっては、「受領確認書」及び「返

却確認書」を徴し、受払いの状況を明

確にすることとした。

なお、金券類の取り扱いについて、

平成２６年３月１９日の事務改善会議

において職員に周知・徹底するととも

に、「受払簿」の取り扱いについて平成

２６年４月１０日に所内職員に説明を

行った。
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

局全体として、定期監査後、幹部会

において、今回の指摘事項等について

周知徹底した。

また、平成２６年８月２９日に会計

事務研修会を開催し、指摘事項等につ

いて周知するとともに、「監査で指摘を

受けないための必見マニュアル」など

を活用して、再発防止に向けた事務処

理の確認等を行った。
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北九州市監査公表第１０号

平成２７年２月２０日

北九州市監査委員  小 村 洋 一 

同         廣 瀬 隆 明 

                同         日 野 雄 二 

 同         世 良 俊 明 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。

１ 監査の種類

財政援助団体等監査 

２ 措置を講じた団体

公立大学法人北九州市立大学 

３ 監査の期間

平成２６年１月１６日から平成２６年５月２６日まで

４ 監査公表の時期                            

平成２６年８月２２日（平成２６年監査公表第３１号）
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

監 査 の 結 果 措 置 状 況

（ア）工事の分離発注について 

 （軽微な工事）北九州市立大学図書

館本館耐震補強追加工事 

上記工事は、「北九州市立大学図書

館本館耐震補強工事（以下「本体工事」

という。）」の受注者に特命随意契約で

執行したものである。 

本件は本体工事において追加指示

した、耐震補強取り付け部の躯体脆弱

部分への補強コンクリート打設など、

本体工事に施工上密接不可分なもの

を分離して軽微な工事として発注し

ていた。 

しかし、市立大学が準用している市

の「軽微な工事の執行要領」において、

「本工事の執行手続きにより施工し

ている工事の一部であって、通常、契

約変更手続きにより執行すべきもの

を、この要領に基づいて執行してはな

らない」との規定に反しており、本体

工事の設計変更を行い対応すべきで

あった。 

工事の執行にあたっては、関係規定

を遵守し、適正な事務処理を行い、適

切に行われたい。

１ 指摘に沿った改善是正 

 今回の指摘は、執行要領の認識不

足のため、生じたものであり、平成

２６年４月３０日、工事関係担当職

員に対し、市の「軽微な工事の執行

要領」を配布し、適切な事務処理の

確認及び徹底を図った。 

２ 制度面での恒久的措置 

  今後同様の間違いが生じないよう

に、「契約事前確認事項」（チェック

シート）に、指摘にかかるチェック

項目を追加するなど、様式の改正を

行った。 

３ 職員への周知 

平成２６年９月３０日、工事関係

担当職員に、「契約事前確認事項」の

運用による適切な事務処理の徹底に

ついて周知した。また公立大学法人

北九州市立大学契約規程や市契約規

則などを配布した。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

（イ）（軽微な工事）北九大１・２号

館給水管修繕 

北九大１・２号館給水管修繕工事は、

１号館の配管破損修繕及び２号館の赤

水等が発生している老朽管の更新を行

う工事である。 

本工事は、仮設足場設置・解体、廊

下天井開口・補修を含め、配管施工完

了までの適切な工期を設定し、請書受

領後、工事着手すべきところ、請書受

領前に足場設置、材料発注を着手させ、

契約工期については、不適切な工期（２

日間）を設定していた。 

工事の執行に当たっては、適切な工

期を設定し、請書受領後に工事着手さ

れたい。

１ 指摘に沿った改善是正 

 今回の指摘は、規程や執行要領の

認識不足のため、生じたものであり、

平成２６年４月３０日、工事関係担

当職員に対し、公立大学法人北九州

市立大学契約規程及び市の「軽微な

工事の執行要領」を配布し、適切な

事務処理手順の確認及び徹底を図っ

た。 

２ 制度面での恒久的措置 

  今後同様の間違いが生じないよう

に、「契約事前確認事項」（チェック

シート）に、指摘にかかるチェック

項目を追加するなど、様式の改正を

行った。 

３ 職員への周知 

平成２６年９月３０日、工事関係

担当職員に、「契約事前確認事項」の

運用による適切な事務処理の徹底に

ついて周知した。また公立大学法人

北九州市立大学契約規程や市契約規

則などを配布した。
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北九州市監査公表第１１号

平成２７年２月２０日 

北九州市監査委員  小 村 洋 一 

同         廣 瀬 隆 明 

同         日 野 雄 二 

同         世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を行ったので、同条

第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、環境局及び教育委員会において施工する工事（調査・設計

委託業務を含む）で、平成２４年６月１日から平成２６年５月３１日までに

契約した本工事及び軽微な工事並びに平成２３年度から平成２４年度への継

続工事を対象とした。

２ 監査の方法 

監査に必要な資料の提出を求め、表１、表２のとおり工事等を抽出し、そ

れぞれ事務手続、計画・設計及び施工について、事務が適正に執行されてい

るか等を主眼に、関係書類の調査及び現地調査を実施するとともに、関係職

員から説明を聴取した。 

表１ 工事の抽出（環境局） 

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件数 契約金額(千円) 件数 契約金額(千円)

本  工  事 

(委託業務を含む)
38 6,132,078 13 5,469,806 別表１参照 

軽 微 な 工 事 

(委託業務を含む)
784 587,905 94 93,270 別表２参照 
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表２  工事の抽出（教育委員会）

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件 数 契約金額(千円) 件 数 契約金額(千円)

軽 微 な 工 事 

（委託業務を含む）
5,617 2,537,796 185 235,668 別表 3 参照

３ 監査の期間 

平成２６年７月２３日から平成２６年１２月９日まで 

４ 監査の結果 

（１）環境局 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に

行われていた。 

（２）教育委員会 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に

行われていたが、一部に次のような事項が認められた。これらについては、

適切な措置を講じられたい。 

  ア 工事の分割発注について 

   （施設課） 

（軽微な工事） 白野江小学校給食室改修工事（機械） 他２件 

（軽微な工事） 白野江小学校給食室改修工事（建築） 他２件 

（軽微な工事） 守恒小学校給食室換気機器設置改修工事 他１件 

    上記の工事等は、１件にまとめて本工事として執行するべきものを、

分割し軽微な工事として発注されていた。 

同一時期、同一場所及び同一工種で発注する工事は、通常、同一工事 

として発注するべきであり、軽微な工事の執行要領においても、「工事の

規模からみて、本工事として執行すべき工事を、この要領による執行を

するために分割して起工してはならない。」と規定されている。 

工事の適正な執行を行われたい。 
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  イ 軽微な工事の執行について 

  （施設課） 

（軽微な工事）木屋瀬中学校体育館トイレ改修工事（機械） 他５件 

（軽微な工事）中島小学校防球ネット設置工事 他１件 

   教育委員会では、予定価格が 200 万円以下の工事については、市長事 

務局で定めた「軽微な工事の執行要領」に従い、軽微な工事として執行

している。 

上記工事等は、当初の工事内容では予定価格が 200 万円を超えており、

本工事として発注しなければならないため、予定価格が 200 万円以下の

軽微な工事となるよう工事内容の一部を削減し、軽微な工事として発注

した後に、設計変更で削除した工事内容を追加するという手順がとられ

ていた。これは、「本工事」の執行手続きにより執行すべき工事を、事

務手続きを簡素化するために「軽微な工事」として執行したもので不適

切である。 

「軽微な工事」の執行に当たっては、「軽微な工事の執行要領」及び「軽 

微な工事の事務手順書」を遵守し、適切に行われたい。 

    ウ 見積りの徴収及び契約方法等について 

（施設課） 

（軽微な工事）中井小学校中庭改修工事 

   この工事は中井小学校の中庭を改修するものであるが、工事の実施に

あたり、中庭改修プランを提案した業者より参考見積書を徴収したとこ

ろ、約 350 万円であった。その後、市の技術担当部署に依頼し工事費を

積算したところ、約 700 万円となり、かなりの価格差があることが判明

した。 

その後、業者より徴収した参考見積書のうち、中庭改修本体部分を予

定価格 200 万円以下の軽微な工事として発注し、残りの樹木伐採などを

業務委託で別途、分割発注した。

上記の軽微な工事では、業者の参考見積価格と市の積算価格を比較し

て、「公共工事における随意契約のガイドライン７号（時価に比して著し

く有利な契約を締結する見込みがある場合）」を適用し、提案業者と特命

随意契約を行った。
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ところで、上記工事においては、業者の参考見積価格と市の積算価格

との価格差の検証が十分行われておらず、また、市内業者１社のみの見

積りしか徴収していないため、時価に比して著しく有利かどうかを客観

的に判断することは困難であり、同ガイドライン７号を適用し、特命随

意契約することは不適切であった。

また、この軽微な工事と分割発注された業務委託は同一場所、同一時

期の工事であり、本来は本工事（予定価格が 200 万円を超える工事）と

して一括して発注すべきであり、軽微な工事の執行要領に反して不適切

な契約となっていた。  

さらに、工事に必要な仕様の一部が図面に記載されていないなどの不

備があり、出来形管理や品質管理等が十分にできないまま工事が完了す

るなど、不適切な事務処理であった。 
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別表１ 本工事抽出一覧表（環境局） 

番

号
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方

法

契約金額 

(千円) 
工 期 

1 

循環社会

推進部 

施設課 

皇后崎工場焼却炉設備改良工事 

（八幡西区夕原町２番１号） 

焼 却 炉 設

備の更新 

一

般
4,515,000

24.10. 4 

29. 3.31 

2 

循環社会

推進部 

施設課 

皇后崎工場クレーン設備改良工事 

（八幡西区夕原町２番１号） 

ク レ ー ン

設 備 の 更

新 

随

意
462,429

24.11. 7 

26. 3.31 

3 

循環社会

推進部 

施設課 

皇后崎工場循環水冷却塔改良工事

その２ 

（八幡西区夕原町２番１号） 

冷 却 塔 の

改良 

随

意
38,880

26. 3. 6 

26. 8.31 

4 

循環社会

推進部 

施設課 

皇后崎工場電気計装機器更新工事

その２ 

（八幡西区夕原町２番１号） 

計 装 機 器

の更新 

指

名
46,440

26. 3. 6 

26. 7.31 

5 

新門司環境

センター 

新門司工場 

新門司工場溶融炉他修繕工事 

（門司区新門司三丁目７９番地） 

溶 融 炉 他

の 修 繕 工

事 

随

意
146,947

24. 9.19 

25. 3.31 

6 

新門司環境

センター 

新門司工場 

新門司工場ろ過式集じん器整備工

事 

（門司区新門司三丁目７９番地） 

ろ 過 式 集

じ ん 器 の

整備工事 

指

名
19,852

25.11.21 

26. 3.31 

7 

日明環境

センター 

日明工場 

日明工場焼却炉整備工事 

（小倉北区西港町９６番地の２） 

ス トー カ 、

耐 火物 レ ン

ガの整備 

随

意
81,913

24. 7. 4 

25. 3.31 

8 

日明環境

センター 

日明工場 

日明工場誘引通風機インバータ更

新工事 

（小倉北区西港町９６番地の２） 

各 炉 イ ン

バ ー タ 更

新 

指

名
25,410

24. 6.21 

25. 3.31 

9 

日明環境

センター 

日明工場 

日明工場破砕機整備工事 

（小倉北区西港町９６番地の２） 

回転・剪断

破 砕 機 の

整備 

随

意
13,125

25. 9.11 

25.11.29 

10 

日明環境

センター 

日明工場 

日明工場航空障害灯設備電気計装

工事 

（小倉北区西港町９６番地の２） 

中光度白色

航空障害灯

へ取替 

指

名
18,795

25.12.19 

26. 3.31 

11 

皇后崎環境

センター 

皇后崎工場 

皇后崎工場焼却炉本体他定期修繕

工事 

（八幡西区夕原町２番１号） 

ごみ投入 ﾎｯ

ﾊﾟ水冷 ｼｭｰﾄ

補修 

随

意
61,019

24. 7.18 

25. 1.31 

12 

皇后崎環境

センター 

皇后崎工場 

皇后崎工場焼却炉無停電電源装置

蓄電池更新工事 

（八幡西区夕原町２番１号） 

無 停 電 電

源 装 置 蓄

電池更新 

一

般
17,316

24.12.13 

25. 3.15 

13 

皇后崎環境

センター 

皇后崎工場 

皇后崎工場プラント電気設備更新

工事その２ 

（八幡西区夕原町２番１号） 

電 気 設 備

の 機 器 更

新 

指

名
22,680

26. 2.26 

26. 7.31 

計 １３件 5,469,806
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別表２ 軽微な工事の抽出件数及び契約金額一覧表（環境局） 

部    名 
課    名 件数 契約金額（千円） 

環境政策部 

総務課 0 0

環境学習課 1 168

環境未来都市推進室 環境未来都市推進室 11 15,319

環境国際戦略室 環境国際戦略課 0 0

環境監視部 

環境保全課 1 588

産業廃棄物対策室 0 0

監視指導課 1 960

循環社会推進部 

循環社会推進課 0 0

業務課 10 1,390

施設課 14 14,347

新門司環境センター 

新門司環境センター 2 1,539

新門司工場 8 11,276

日明環境センター 

日明環境センター 6 3,464

日明工場 15 17,061

皇后崎環境センター 

皇后崎環境センター 6 2,042

皇后崎工場 14 19,086

環境科学研究所 環境科学研究所 5 6,030

計 94 93,270
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別表３ 軽微な工事の抽出件数及び契約金額一覧表（教育委員会） 

部    名 
課    名 件数 契約金額（千円） 

総務部 

総務課 0 0

施設課 117 203,624

施設課 

（学校発注分） 
19 3,485

学務部 

教職員課 1 975

学事課 

（学校発注分） 
15 2,721

北九州市立高校 5 889

高等理容美容学校 2 212

戸畑高等専修学校 1 20

学校保健課 3 1,525

指導部 教育センター 25 3,819

生涯学習部 生涯学習課 1 1,907

生涯学習総合センター 6 8,212

中央図書館 庶務課 10 8,279

計 185 235,668
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北九州市監査公表第１２号

平成２７年２月２０日 

 北九州市監査委員  小 村 洋 一 

 同         廣 瀬 隆 明 

 同         日 野 雄 二 

 同         世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を行ったので、同条

第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、財政局の平成２５年度及び平成２６年度（平成２６年４月

から同年６月末日まで）の収入、支出、契約、財産管理等の財務事務及びそ

の他の事務の執行を対象とした。 

２ 監査の方法 

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに、

関係職員から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２６年７月２３日から平成２６年１１月２１日まで 
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４ 監査の結果 

（１）財政局 

監査の結果、事務は、おおむね適正に処理されていたが、一部に次のよ

うな事項が認められた。これらについては、適切な措置を講じられたい。 

ア 市税賦課事務 

（ア）業務マニュアルの整備について 

（税制課） 

市では、市税事務を適正かつ円滑に行うために、各種の業務マニュ 

アルを作成している。 

市税減免取扱要領についてみたところ、平成１１年６月に冊子の形

にまとめられたが、①その後の改訂が十分に行われておらず、内容が

市税条例等の法規範と不整合となっている部分がある、②冊子作成以

後は、要領の改正通知文を出すのみで、改正内容を反映した要領を作

っていないため、最新の内容が分かりにくく使いづらいものとなって

いる状態であった。 

また、滞納整理事務処理要領（市税編）についてみたところ、この 

要領において、③差押債権の管理方法についての記述が、現行の総合 

滞納整理システムを使用した業務の実情と一致していない、④徴収猶 

予に係る記述のうち、本文と事務フロー部分との表現が一致していな 

い部分があった。 

業務を適正かつ円滑に行うためには、制度改正等に応じて業務マニ 

ュアルを見直し、改訂を行う必要がある。 

適正な事務処理をされたい。 

イ 市税徴収事務 

（ア）納付誓約（分割納付）について 

    （西部市税事務所納税課） 

納付誓約（分割納付）の決裁において、簡易納付能力調査表もしく

はその代替資料が添付されていないものが認められた。 

    滞納整理事務処理要領（市税編）では、簡易納付能力調査表等を作

成し、その調査結果に基づいて、納付能力に応じた適切な計画を立て

るよう指導し、納付誓約書を提出させることとされている。 

簡易納付能力調査表もしくはその代替資料の作成について徹底を 

図り、適正な事務処理をされたい。 
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（イ）滞納処分の停止中の再確認調査について 

    （西部市税事務所納税課） 

    滞納処分の停止中の滞納者に対して実施する再確認調査についてみ 

たところ、課長決裁を受けていないものや決裁文書が所在不明のため

調査をどのように実施したか確認できないものがあった。 

    滞納整理事務処理要領（市税編）では、再確認調査のうえ課長まで

の決裁を受けることとされている。また、文書管理規則では、文書等

は必要に応じて迅速に利用することができるように、適切に整理し、

保存しなければならないとされている。 

適正な事務処理をされたい。 
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北九州市監査公表第１３号

平成２７年２月２０日 

 北九州市監査委員  小 村 洋 一 

 同         廣 瀬 隆 明 

 同         日 野 雄 二 

 同         世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を行ったので、同条

第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、恒見財産区の平成２５年度及び平成２６年度（平成２６年

４月から同年６月末日まで）の収入、支出、契約、財産管理等の財務事務及

びその他の事務の執行を対象とした。 

２ 監査の方法 

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに、

関係職員から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２６年７月２３日から平成２６年１１月２１日まで 

４ 監査の結果 

監査の結果、事務は、おおむね適正に処理されていた。 
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